
冗
初
江
南
に
お
け
る
徴
税
憧
制
に
つ
い
て

植

松

正

む三二ーは

次

し

が

き

桑
寄
の
登
場
と
理
算

行
大
司
農
司
の
設
置
と
括
勘

宋
末
公
回
の
縫
ゑ

す

び

- 27-

目t主

し

ヵ:

き

モ
ン
ゴ
ル
人
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
た
元
代
の
江
南
地
方
は
、
ど
の
よ
う
な
支
配
を
う
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
閲
し
て
、

安
部
健
夫

①
 

氏
は
、
江
南
に
封
す
る
モ
ン
ゴ
ル
政
権
の
開
設
は
極
め
て
慎
重
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、
愛
宕
松
男
氏
は
「
江
南
支
配
の
脆
弱
性
」
と
の
表
現

で
、
元
朝
が
南
宋
鰻
制
の
ま
ま
に
推
移
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
貼
の
多
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
か
つ
地
域
的
に
も
支
配
の
限
界
が
あ

っ
た
こ
と

@
 

に
論
及
さ
れ
る
。

一
方
、
元
代
の
農
民
は
殆
ど
空
前
の
塵
迫
搾
取
を
う
け
た
と
さ
れ
る
有
高
巌
氏
の
見
解
も
あ
り
、
天
野
元
之
朗
氏
も
こ
れ
を

引
用
し
て
お
ら
れ
対
と
こ
ろ
が
現
紋
で
は
、
江
南
支
配
の
性
質
を
論
ず
べ
き
行
政
の
経
緯
と
枇
舎
の
貫
態
に
閲
す
る
研
究
が
必
ず
し
も
十
分

27 

と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
が
も
し
そ
の
空
白
を
い
く
ぶ
ん
で
も
う
ず
め
う
る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。
私
は
前
稿
に
お
い
て
『
至
元
新
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格
』
制
定
に
つ
い
て
、
財
務
長
官
桑
寄
の
失
脚
と
閥
連
さ
せ
て
そ
の
行
政
法
と
し
て
の
性
格
を
論
じ
た
が
、
今
度
は
桑
寄
専
権
の
時
期
を
と
り

に
至
る
数
年
間
を
直
接
に
は
指
し
て
い
る
。

あ
げ
た
い
。
表
題
に
い
う
元
初
と
は
、

し
た
が

っ
て
至
元
二
十
八
年
〔
同
区
同
防
相
〕

何
故
に
こ
の
数

年
聞
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
至
元
十
三
年
の
軍
事
的
制
匪
の
の
ち
、
元
朝
が
よ
う
や
く
江
南
へ
の
本
格
的
な
支
配
を
企
圃

し
て
く
る
時
期
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
徴
税
の
劉
象
で
あ
る
が
、
盟
課
・
酒
税
な
ど
は
し
ば
ら
く
お
き
、
こ
こ
で
は
土
地
に
劃
す
る

税
を
中
心
に
、
主
と
し
て
政
策
史
的
に
考
察
を
進
め
た
い
。

桑
寄
の
登
場
と
理
算

サ
ン
ガ

西
域
の
人
と
い
わ
れ
る
薬
豆
町

(ωgぬ
mm
桑
葛
、
相
寄
、
信
格
な
ど
と
も
表
記
す
る
)
が
い
か
な
る
民
族
の
出
身
な
の
か
、
『
元
史
』
巻
二

O
五
・

桑
寄
俸
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
新
元
史
』
や
ド
l
ソ
シ
の
『
蒙
古
史
』
に
よ
る
と
、
ウ
イ
グ
ル
人
と
な
っ
て
い
初
彼
は
諸
園
の
言
語

に
通
じ
、
は
じ
め
脂
巴
園
師
の
弟
子
と
し
て
世
租
に
接
近
し
て
西
蕃
詩
史
と
な
っ
た
。
つ
い
で
併
教
と
り
わ
け
ラ
マ
数
関
係
の
役
所
で
あ
る
組

制
院
の
長
官
と
な
り
、
そ
の
財
政
的
手
腕
じ
よ
っ
て
質
権
を
握
、
り
、
つ
い
に
宰
相
の
地
位
に
の
ぼ
っ
た
ハ
至
元
二
十
四
年
間
二
月
向
書
卒
章
政
事
、

@
 

同
年
十
一
月
向
書
右
丞
相
に
任
ず
)
。
彼
は
奮
勢
力
の
譲
る
中
書
省
の
ほ
か
に
財
政
府
と
し
て
の
向
書
省
を
新
設
し
、
行
中
書
省
を
も
行
尚
書
省
と

し
、
六
部
も
向
書
六
部
と
し
て
向
書
省
に
直
属
さ
せ
、
腹
心
の
も
の
で
政
権
を
か
た
め
よ
う
と
は
か
っ
た
。
桑
豆
町
が
重
用
さ
れ
た
の
は
世
租
が

①
 

利
を
好
ん
だ
か
ら
だ
と
す
る
議
論
が
古
来
あ
る
が
、
世
組
の
性
格
は
と
も
か
く
、

『
元
史
』
に
姦
臣
と
し
て
列
せ
ら
れ
る
阿
合
馬
・
宜
世
築
・

桑
寄
の
人
服
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
世
粗
の
時
の
黛
争
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
側
近
財
政
家
グ
ル

ー
プ
と
そ
の
反
針
振
と
の

間
に
展
開
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
詳
細
は
今
は
述
べ
な
い
が
、
そ
れ
ら
三
人
に
共
通
す
る
諸
貼
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の

政
策
の
施
行
の
仕
方
が
お
お
む
ね
強
硬
で
あ
っ
た
こ
と
、
登
用
さ
れ
た
一
涯
の
も
の
の
う
ち
に
ウ
イ
グ
ル
人
な
ど
西
域
系
の
商
人
が
多
か
っ
た

と
推
察
さ
れ
る
こ
と
、
彼
ら
の
活
臨
す
る
時
期
が
、
日
本
遠
征
も
含
め
て
酎
外
的
に
緊
張
献
態
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
直
世
柴
は
桑
司

の
推
薦
に
よ
っ
て
財
務
長
官
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
ろ
に
は
す
で
に
桑
寄
は
背
後
に
大
き
な
護
言
カ
を
有
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し

- 28一



た
が
っ
て
、
桑
寄
の
江
南
に
劃
す
る
政
策
を
検
討
す
る
場
合
に
は
、
車
世
築
の
時
期
を
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑤
 

私
は
さ
き
に
海
蓮
事
業
に
携
わ
っ
た
朱
清
・
張
喧
に
つ
い
て
論
じ
た
際
、
桑
寄
の
時
期
の
情
勢
に
つ
い
て
ふ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
嘗
時
元
朝

は
海
都
の
凱
に
よ
る
北
漫
の
政
治
危
機
と
紙
幣
イ
ン
フ
レ
傾
向
に
よ
る
財
政
危
機
に
直
面
し
て
お
り
、
こ
の
た
め
に
徴
税
鰻
制
の
強
化
、
紗
法

改
革
、
海
運
瞳
制
の
て
こ
い
れ
が
行
な
わ
れ
た
。
江
南
米
の
北
中
園
へ
の
縁
迭
を
倍
増
さ
せ
た
の
も
桑
寄
の
策
で
あ
っ
た
。
元
朝
も
宋
以
後
の

国
家
の
例
に
も
れ
ず
、
江
南
の
富
を
園
家
財
政
の
基
盤
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
性
急
な
財
源
の
追
求
が
桑
豆
町
に
よ

っ
て
目
ざ
さ
れ
た
。
そ

の
強
塵
的
な
銭
糧
徴
牧
は
「
理
算
」
と
い
わ
れ
る
。
理
算
と
は
本
来
「
き
ち
ん
と
計
算
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、
必
ず
し
も
銭
糧
の
場
合
に
か

い
ま
問
題
に
す
る
の
は
、
銭
糧
を
鈎
考
す
る
と
か
舎
計
す
る
と
も
い
わ
れ
る
禽
計
検
査
の
場
合
で
あ

モ@て
て
用
し、

ら
れ
る
わ
け
で
は.
な
し、

カ1

桑
一
苛
以
前

、に
も
江
南
で
理
算
は
行
な
わ
れ
て
い
た
。

(
至
元
十
九
年
二
月
庚
子
〉
、
李
羅
歓
理
算
未
徴
糧
二
十
七
高
石
、
詔
徴
之
。

(
至
元
二
十
一
年
正
月
甲
子
〉
、
罷
揚
州
等
庭
理
算
官
、
以
其
事
付
行
省
。

『
元
史
』
世
租
紀
に
は
次
の
諸
例
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
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(
至
元
二
十
二
年
十
月
丁
卯
〉
、
郭
佑
言
、
「
白
卒
江
南
、
十
年
之
問
、
凡
銭
糧
事
、
八
経
理
算
、
今
苔
朗
古
阿
散
等
、
文
復
鈎
考
、
宜
郎

罷
去
。
」
帝
嘉
納
之
。

こ
こ
に
十
年
の
聞
に
八
度
ま
で
理
算
が
行
な
わ
れ
た
と
み
え
る
か
ら
、
江
南
征
服
以
後
、
原
則
と
じ
て
は
毎
年
未
納
銭
糧
の
督
促
が
行
な
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
『
元
典
章
』
に
み
え
る
湖
康
行
省
の
「
至
元
十
九
年
銭
糧
文
加
」
な
ど
も
そ
の
一
環
と
み
な
さ
れ
よ
い
こ
の
文
加
に
つ
い

て
「
帥
恒
例
一
な
ら
ず
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
ろ
の
理
算
は
お
そ
ら
く
江
南
の
全
行
省
を
封
象
と
し
て
は
お

ら
ず
、

一
定
の
方
針
の
も
と
に
寅
施
さ
れ
た
の
で
も
な
か
ろ
う
。
元
朝
の
官
更
が
い
わ
ば
請
負
い
的
に
、
カ
の
及
ぶ
地
方
で
徴
牧
し
た
と
い
う

の
が
寅
情
に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
第
三
の
例
の
よ
う
に
、
苔
卸
古
阿
散
ら
の
鈎
考
が
園
家
の
行
政
方
針
と
し
て
の
正
嘗
性

:29 

を
失
な
う
結
果
に
な
っ
た
り
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。



30 

桑
耳
、
か
政
権
を
握
る
と
、
理
算
は
非
常
に
厳
し
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
銭
設
を
徴
牧
す
る
た
め
に
徴
理
司
と
い
う
役
所
が
新
設
さ
れ

た
。
こ
の
役
所
は
至
元
二
十
五
年
九
月
か
ら
桑
寄
失
脚
直
後
の
同
二
十
八
年
二
月
ま
で
、
二
年
半
に
わ
た
っ
て
存
績
し
、
倉
庫
関
係
機
闘
に
腕

み
を
き
か
せ
る
禽
計
核
査
院
で
あ
っ
た
。
向
書
省
か
ら
、
途
り
こ
ま
れ
た
禿
烈
羊
珂
左
臭
誠
、
が
長
官
(
徴
理
使
)
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
徴
牧
督
促

の
厳
し
さ
は
従
来
の
六
部
官
の
比
で
は
な
か
っ

bw
『
通
制
僚
格
』
巻
一
四
・
計
叫
"
の
僚
に
次
の
記
事
が
あ
る
。

至
元
二
十
八
年
五
月
十
七
日
、

奏
准
、

「
戸
部
・
工
部
的
勾
嘗
多
的
上
頭
、
去
年
桑
寄
等
耕
集
勾
嘗
上
頭
、

十
二
箇
舎
人
委
付
来
。
俺
商

量
得
、
部
一袋
舎
人
行
的
鰻
例
無
有
。
員
外
部
之
下
、
数
倣
正
七
品
、
司
計
・
司
程
委
付
阿
、
窓
生
。
」
座
道
奏
阿
、

般
者
。
」
聖
旨
了
也
。
欽
此
。

「
佳
的
勾
嘗
有
、

那

⑮
 

至
元
二
十
八
年
五
月
十
七
日
、
中
書
省
が
奏
准
し
た
。
「
戸
部
・
工
部
の
職
務
が
多
い
と
い
う
の
で
、
去
年
桑
寄
ら
が
職
務
を
途
行
す
る
に
あ
た
り
、
十
二

人
の
舎
人
を
任
命
し
ま
し
た
。
我
々
が
は
か
る
に
、
六
部
で
舎
人
が
仕
事
を
す
る
例
は
あ
り
ま
せ
ん
。
部
員
外
郎
以
下
に
正
七
品
と
な
し
て
、
司
計
官
・
司

程
官
を
任
命
し
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
。
」
と
奏
し
た
と
こ
ろ
、
「
汝
ら
の
職
務
で
あ
る
か
ら
そ
の
よ
う
に
せ
よ
。
」
と
聖
旨
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
欽
め
よ
。
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こ
こ
に
は
徴
理
司
と
は
い
っ
て
い
な
い
が
、
桑
耳
叫
が
舎
人
(
お
そ
ら
く
蒙
古
・
色
目
人
)
危
戸
部
・
工
部
に
迭
り
こ
も
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
に
射
し
戸
部
・
工
部
は
部
の
選
任
に
か
か
る
司
計
官
・
司
程
官
に
倉
庫
の
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
を
提
議
し
、
世
組
に
よ
っ
て
こ
れ
が
認
め

ら
れ
た
。

理
算
に
射
す
る
躍
し
い
姿
勢
は
税
糧
徴
牧
に
も
嘗
然
及
び
、
江
南
地
方
も
例
外
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
至
元
二
十
五
年
十
月
、
江
准
・
江
西
・

@
 

一
噛
建
・
四
川
・
甘
粛
・
安
西
の
六
省
に
二
人
づ
っ
特
使
を
汲
遣
し
て
銭
穀
を
理
算
さ
せ
、
し
か
も
護
衡
の
た
め
に
兵
を
つ
け
て
や
っ
た
。
ま
た

@
 

雲
南
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
。
至
元
二
十
五
年
に
は
江
南
各
省
は
行
向
書
省
あ
る
い
は
特
定
の
人
物
に
よ
る
節
制
が
許
さ
れ
て
い

る。

『
元
史
』
巻
一
五
・
世
租
紀
に
よ

っ
て
左
に
列
挙
し
て
み
よ
う
。

江
准
省
管
内
は
並
び
に
忙
冗
神
の
節
制
す
る
を
聴
す
(
正
月
己
丑
)

江
西
管
内
は
並
び
に
行
向
書
省
の
節
制
す
る
を
聴
す
(
三
月
乙
巳
)

湖
底
省
管
内
は
並
び
に
卒
章
政
事
禿
浦
・
要
東
木
の
節
制
す
る
を
聴
す
(
五
月
葵
丑
)



四
川
管
内
は
並
び
に
行
倫
書
省
の
節
制
す
る
を
聴
す
〈
五
月
笑
茸
〉

福
建
省
管
内
は
並
び
に
行
倫
書
省
の
節
制
す
る
を
聴
す
(
十
一
月
甲
午
〉

行
省
の
権
限
の
強
化
が
理
算
の
前
提
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。
桑
一
骨
以
前
に
す
で
に
そ
の
原
型
が
あ
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
よ
う
に
至
元
二
十
一

年
十
一
月
、
揚
州
な
ど
の
地
方
に
お
け
る
理
算
を
行
省
に
委
し
た
こ
と
、
ま
た
至
元
二
十
二
年
九
月
、
江
北
の
諸
城
の
課
程
・
銭
糧
に
つ
い
て

@
 

杭
州
行
省
・
那
州
行
省
に
節
制
さ
せ
る
こ
と
が
提
議
さ
れ
た
こ
と
、
い
ず
れ
も
理
算
の
た
め
に
行
省
の
擢
限
を
強
化
す
る
こ
と
が
意
画
さ
れ
て

い
る
。
桑
寄
の
理
算
は
行
省
を
畢
位
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
、
桑
膏
反
射
涯
の
人
物
が
行
省
の
権
限
を
抑
制
す
べ
し
と
主

⑮
 

張
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
理
算
の
積
極
的
推
進
者
は
桑
膏
の
ほ
か
に
析
都
(
江
准
行
省
参
知
政
事
の
ち
に
向
書
左
丞
)
・
忙
寄
蓋
(
江
准
行
省

@
 

左
丞
相
〉
と
い
わ
れ
、
ま
た
湖
底
で
は
要
束
木
、
江
准
で
は
沙
不
丁
、
一
幅
建
で
は
滅
貴
皇
が
特
に
人
民
に
苛
酷
で
あ
っ
た
と
い
旬
。
そ
の
ほ
か

協
力
者
と
し
て
王

E
済
・
烏
馬
見
・
教
化
的
ら
が
あ
げ
ら
れ
る
。
手
心
を
加
え
て
理
算
を
忠
賓
に
遂
行
し
な
か
っ
た
た
め
に
獄
に
つ
な
が
れ
る

⑮
 

地
方
官
も
あ
っ
た
。
江
准
行
省
卒
章
政
事
の
沙
不
丁
は
、
銭
穀
の
理
算
が
人
民
の
怨
み
を
か

っ
て
い
て
こ
の
ま
ま
で
は
自
分
の
身
も
安
全
で
な

い
か
ら
、
湖
麗
で
理
算
に
あ
た

っ
て
い
る
要
東
木
の
よ
う
に
三
盲
人
の
護
衛
兵
を
つ
け
て
く
れ
る
よ
う
に
と
要
請
し
旬
。
何
の
抵
抗
も
な
く
卒

隠
に
理
算
が
強
行
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。
桑
寄
の
妻
の
黛
人
と
い
わ
れ
る
要
束
木
な
ど
は
、
も
と
も
と
世
租
の
信
任
が
厚
か

っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
至
元
二
十
三
年
、
中
書
省
が
彼
を
卒
章
政
事
に
推
薦
し
て
き
た
と
き
、
世
租
は
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
旬
。
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要
束
木
小
人
、
事
朕
方
五
年
、
授
一
理
算
官
足
会
。

要
東
木
は
人
物
で
は
な
い
し
、
般
に
つ
か
え
て
ま
だ
五
年
に
し
か
な
ら
ぬ
。
こ
の
も
の
に
は
理
算
官
の
一
つ
も
授
け
て
お
け
ば
そ
れ
で
よ
い
。

か
く
し
て
要
東
木
は
荊
湖
行
省
の
銭
穀
を
鈎
考
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
世
組
に
は
要
東
木
を
重
用
す
る
考
え
が
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と

同
時
に
、
理
算
に
つ
い
て
の
世
組
皇
帝
の
口
吻
も
う
か
が
わ
れ
る
。

徴
理
司
が
設
け
ら
れ
る
前
年
、
向
書
省
は
次
の
よ
う
な
上
奏
を
行
な

っ
恥

31 

前
界
伴
嘗
毎
管
著
時
分
、
積
年
官
吏
百
姓
抱
欠
的
銭
糧
多
有
、
侵
歎
了
的
也
有
。
俺
商
量
来
、
百
姓
掘
欠
的
、

這
其
間
裏
、
且
不
追
徴
聴
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侯
、
官
吏
抱
欠
侵
欺
銭
物
、
数
遁
徴
町
、
窓
生
。

前
任
の
も
の
ら

(中
主
同
省
官
)
が
任
じ
て
い
た
と
き
の
積
年
の
官
吏
・
人
民
の
滞
納
の
銭
況
が
あ
り
、
横
領
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
我
々
が
は
か
り
ま
し

た
と
ミ
ろ
、
人
民
の
滞
納
分
は
、
こ

こ
のレ
rτ
」'
つ
は
追
徴
せ
す
に翁抽出
し
、
官
吏
の
滞
納

・
横
領
の
鐙
物
は
追
徴
せ
し
め
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
。

@
 

世
相
岨
に
よ

っ
て

こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
や
、
尚
喜
省
は
各
行
省
に
理
算
寅
施
の
指
令
を
設
し
た
。
江
西
行
省
に
逸

っ
た
海
文
に
ト
ぅ
。

的問省
(
中
書
省
)
の
各
界
に
、
中
統
元
年
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
多
く
未
納
麟
欠
の
銭
縄
等
の
物
あ
り
、
す
で
に
照
勘
し
口
刀
に
間
奏
を
行
な
ふ
の
ほ
か
、
向

書
省
を
立
つ
る
よ
り
始
め
と
な
し
、
ま
さ
に
緋
納
す
べ
き
差
畿
・
課
程
・
税
糧
等
の
銭
物
は
、
若
し
新
し
き
に
従
っ
て
官
に
委
し
て
提
調
せ
ざ
れ
ば
、
切
か

に
恐
る
ら
く
は
前
き
に
依
り
て
抱
欠
し
、
深
く
未
だ
便
な
ら
ず
と
な
す
。

@
 

な
お
、
宣
慰
司
官
、
聴
蓮
司
官
、
路
な
ど
の
長
官
・
首
領
官
に
委
し
て
と
り
し
ま
る
こ
と
と
し
た
。
針
象
と
な
る
銭
物
は
、
中
統
元
年
以
来
の

「
あ
ら
ゆ
る
ま
さ
に
納
む
べ
き
差
設
、
税
糧
、
金
・
銀
・
鍛
冶
・
茶
盟
・
鷹
隼
・
皮
貨
の
諸
色
の
課
程
及
び
造
作
・
和
買
の
諸
物
」
と
き
わ
め

て
包
括
的
で
あ
る
。
期
限
通
り
に
指
定
の
倉
庫
に
赴
い
て
完
納
さ
せ
、
牧
・
支
・
見
在
の
銭
糧
数
目
を
毎
月
記
録
し
て
詳
細
に
行
省
に
報
告
さ

@

も

せ
、
行
省
か
ら
季
ご
と
に
そ
れ
を
整
理
の
う
え
、
向
貴
闘
省
に
報
告
さ
せ
る
。
「
但
し
、
短
少
あ
る
い
は
抱
欠
し
て
鏡
糧
を
納
め
ざ
る
人
あ
ら
ば
、

〈
ぴ
か
せ
し
さ
る
し
も
の
に

蜘
項
披
令
し
、
僚
に
依
り
て
迫
断
せ
よ
」
と
い
う
よ
う
に
、
買
施
の
段
に
な
る
と
、
向
書
省
官
が
世
組
の
前
で
上
奏
し
た
き
れ
い
ご
と
と
は
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相
首
に
様
子
が
饗
っ
て
き
て
い
る
。

追
徴
の
起
算
は
中
統
元
年

〔
HMg特
〕
以
来
と
な

っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
三
十
年
分
に
近
い
未
徴
分
が
と
り
た
て
ら
れ
よ
う
と
し
た
。
江
南
に
お
い

て
は
征
服
以
後
十
年
齢
り
の
分
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
長
期
間
に
累
積
し
た
未
徴
銭
糧
を
一
奉
に
期
限
付
き
で
支
携
わ
せ
よ
う
と
し
て
も
、

そ
れ
は
不
可
能
事
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
未
徴
銭
種
に
つ
レ
て

『
圭
粛
文
集
』
巻
九
に
の
せ
る
越
孟
煩
の
神
道
碑
に
よ
れ
ば
、
天

下
の
錨
糧
を
理
算
し
た
と
こ
ろ
、
己
徴
分
数
百
寓
に
劉
し
、
未
徴
分
は
数
千
首
向
、
つ
ま
り
己
徴
分
に
十
倍
す
る
未
徴
分
が
残
っ
て
お
り
、
理
算

@
 

と
は
名
ば
か
り
で
、
質
は
無
原
則
的
に
牧
奪
す
る
だ
け
だ
と
い
う
。
こ
の
来
徴
分
の
菟
除
案
が
世
租
の
前
で
遁
過
し
そ
う
に
な
る
や
、
桑
寄
は

腕
を
ふ
り
あ
げ
て
絶
割
反
射
を
唱
え
た
。
こ
れ
に
劉
し
越
孟
頬
は
や
お
ら
進
み
で
て
こ
う
言
っ
た
。

他
日
有
言
中
(
向
)
書
省
累
失
陥
銭
糧
数
千
蔦
者
、

今
理
算
銭
糧
、
其
不
可
徴
者
、

皆
死
亡
之
教
、

不
及
今
放
散
克
之
、

丞
相
何
以
自



解
い
ま
銭
糧
を
理
算
し
て
そ
の
徴
攻
で
き
な
い
も
の
は
す
べ
て
死
亡
し
た
も
の
の
分
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
で
副
知
除
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
、
い
つ
の
日
か
倫

書
省
、
が
銭
糧
数
千
世
間
の
穴
を
あ
け
た
と
い
う
も
の
が
で
で
き
ま
し
ょ
う
。
そ
う
な
っ
た
ら
丞
相
は
ど
う
滞
解
な
さ
る
お
つ
も
り
か
。

か
く
し
て
菟
除
は
決
定
し
た
が
、
注
目
す
べ
き
は
未
徴
分
は
死
亡
し
た
も
の
の
分
だ
と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
う
め
あ
わ
せ
が
下
級

の
官
鹿
を
督
促
に
奔
走
さ
せ
、
人
民
を
苦
し
め
た
よ
う
で
あ
る
。

『
元
史
』
巻
一
九
一
・
良
吏
停
中
の
許
揖
俸
の
記
事
は
、
理
算
官
の
態
度
の

一
端
を
う
か
が
う
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
至
元
〉
二
十
三
年
、
授
中
議
大
夫
徽
州
総
管
。
桑
寄
立
向
書
、
曾
計
天
下
銭
糧
、
参
知
政
事
肝
都
・
戸
部
尚
書
王

E
糖
、
僑
勢
刻
剥
、

遺
吏
徴
徽
州
民
妙
。
多
職
二
千
定
、

E
済
怒
其
少
、
欲
更
盆
千
定
。
揖
詣

E
済
目
、
「
公
欲
百
姓
死
耶
/
生
耶
/
如
欲
其
死
、
難
高
定
可

徴
也
。
」

E
酒
怒
解
、
徽
州
頼
以
菟
。

は
許
揖
も
抵
抗
し
、

王
E
済
に

「
あ
な
た
は
一
位
、

人
民
が
死
ぬ
の
を
墓
む
の
か
、

生
き
る
の
を
墓
む
の
か
/

も
し
死
ぬ
の
を
お
墓
み
な
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徽
州
路
穂
管
の
許
揖
が
二
千
定
を
徐
分
に
納
め
た
と
こ
ろ
、
悪
名
高
い
王

E
済
は
さ
ら
に
千
定
を
追
加
し
て
納
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に

ら
、
た
と
え
一
寓
定
だ
ろ
う
と
徴
放
で
き
ま
す
よ
。
」
と
い
っ
て
ひ
ら
き
な
お
り
、

お
か
げ
で
徽
州
路
だ
け
は
追
徴
を
菟
れ
た
と
い
う
。

戸1<.
箇

年

の
分
だ
け
を
納
め
る
の
で
は
な
く
、
累
積
し
た
土
木
徴
分
と
し
て
徐
分
に
納
め
る
の
で
な
く
て
は
、
理
算
の
買
を
示
し
た
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

理
算
官
の
巌
し
い
舎
計
検
査
は
、
結
局
は
一
般
人
民
の
う
え
に
波
及
し
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。

@

@
 

で
、
揚
州
・
杭
州
で
は
こ
と
に
惨
肢
を
星
し
、
五
百
人
が
命
を
失
な
っ
た
と
い
う
。
程
文
海
の
至
元
二
十
六
年
の
上
奏
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
所
在
の
回
国
皆
満
つ
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど

今
備
蓄
省
惟
以
鈎
考
銭
穀
、
剥
害
生
民
、
震
務
、
所
委
任
者
、
率
皆
貧
契
徴
利
之
徒
。
四
方
盗
賊
鶏
設
、
良
以
此
也
。

@
 

銭
穀
の
巌
し
い
徴
牧
が
盗
賊
の
蜂
起
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
猷
況
は
、
桑
一
骨
に
反
射
す
る
政
治
家
や
文
章
家

に
よ
っ
て
い
く
ぶ
ん
の
誇
張
が
付
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
『
元
史
』
世
租
紀
に
よ
れ
ば
、
桑
寄
専
権
の
時
期
に
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は
次
第
に
江
南
の
反
乱
、
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
で
も
、
全
く
の
誇
張
と
片
付
け
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
吋
。

越
孟
煩
、
阿
魯
葎
薩
理
、
程
文
海
、
さ
ら
に
徹
理
、
兵
鉱
ら
、
桑
寄
に
抵
抗
し
て
世
組
に
直
言
す
る
人
物
が
や
が
て
多
く
な
り
、
さ
し
も
の

ウ
イ
グ
ル
人
の
財
政
家
桑
奇
も
孤
立
し
、
世
租
は
彼
を
訣
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
次
に
示
す
桑
豆
町
の
言
葉
は
、
桑
豆
町
に
敵
劃
す
る
岳

@
 

鉱
の
側
に
立
つ
史
料
に
み
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
桑
寄
が
彼
な
り
に
信
念
と
成
算
を
も
っ
て
理
算
を
推
進
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
世

租
の
面
前
で
岳
鉱
と
争
い
、
桑
寄
は
こ
う
訴
え
て
い
る
。

天
下
之
大
、
既
己
届
之
臣
失
。
方
理
財
助
園
、
今
建
官
徴
諜
方
就
緒
、
市
岳
某
乃
敢
啓
赦
以
温
臣
。

由
同
大
な
天
下
は
私
に
お
ま
か
せ
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
財
政
を
お
さ
め
て
園
家
を
助
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
い
ま
新
た
に
官
を
建
て

て
徴
誌
が
ま
さ
に
緒
に
つ
こ
う
と
し
て
い
る
や
さ
き
に
、
岳
と
や
ら
が
大
赦
な
ど
と
言
い
だ
し
て
私
を
邪
魔
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

結
局
、
理
算
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
桑
豆
町
の
時
期
に
は
、

特
涙
さ
れ
た
色
目
人
が
と
り
し
き
っ
た
り
(
節
制
)
、

向
書
省
に
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直
結
す
る
行
向
書
省
官
が
と
り
し
き
っ
た
り
す
る
形
態
で
、
各
行
省
を
車
位
と
し
て
帳
簿
上
の
累
積
し
た
未
徴
分
を
清
算
し
よ
う
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。

い
わ
ば
請
負
い
の
形
態
で
理
算
が
個
人
的
手
腕
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
か
ら
、
時
に
無
原
則
に
な
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ

Tこ

行
大
司
農
司
の
設
置
と
括
勘

桑
寄
は
た
だ
帳
簿
上
の
未
徴
分
を
牧
数
し
よ
う
と
、
暴
政
を
行
な
っ
た
に
す
、
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
強
硬
政
策
を
遂
行
す
る
に
は
そ
れ
な
り

の
準
備
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
元
代
の
江
南
に
は
雨
税
法
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
期
に
お
け
る
夏
税
徴
牧
の
貫
施
に
は
疑
問
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
税
糧
(
秋
糧
)
徴
牧
の
基
礎
と
な
る
括
勘
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
至
元
二
十
四
年
の
括
勘
は
、
宋
代
の
経
界
法
に
系
譜
を
ひ
き
、
江
南
に
お
け
る

元
代
最
初
の
国
土
調
査
で
あ
る
。
括
勘
以
後
の
調
査
と
し
て
は
延
祐
二
年
〔
民
日
付
〕
の
経
理
が
あ
る
。
藤
野
彪
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
括
勘
は

行
大
司
農
司
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
行
大
司
農
司
は
大
司
農
司
の
出
先
機
関
と
し
て
至
元
二
十
四
年
か
ら
同
二
十
七
年
ま
で
卒
、
江
路
に
設
け
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ら
れ
、
そ
の
も
と
に
勘
農
管
国
司
を
お
き
、
動
農
と
豪
右
の
隠
識
の
団
組
を
尋
究
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
『
大
元
官
制
雑
記
』
行
大
司

農
司
の
僚
に
よ
れ
ば
、
官
回
に
つ
い
て
は
人
を
召
し
て
開
耕
さ
せ
て
租
を
科
し
、
民
団
に
つ
い
て
は
業
主
を
督
責
し
て
期
限
を
つ
け
て
開
耕
さ

せ
、
規
定
の
税
額
を
経
理
し
た
と
あ
る
か
ら
、
や
は
り
括
勘
を
指
導
監
督
す
る
立
場
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
藤
野
氏
は
こ

れ
ら
の
官
街
は
「
土
地
粂
弁
の
弊
筈
を
除
く
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
、
経
理
を
行
な

っ
て
量
力
し
た
が
、
「
乗
弁
の
激
流
の
前
に
は

い
た
し
方
も
な
か

っ
た
。
憶
臓
の
田
租
を
究
む
る
も
、
多
く
を
墓
め
な
か

っ
た
の
で
遂
に
行
大
司
農
司
、
勤
曲
厩
笹
田
司
は
腰
止
さ
れ
た
」
と
結

論
さ
れ
た
。
た
し
か
に
桑
寄
の
時
期
に
は
江
南
に
積
極
政
策
が
と
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
粂
弁
を
つ
き
く
ず
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ

う
か
。
藤
野
氏
も
引
用
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
元
典
章
』
「
影
占
係
官
田
土
」
「
漏
報
自
己
田
土
」
「
田
多
詑
名
避
差
」
の
一
二

一
九
に
は
、@

 

僚
の
候
董
が
み
ら
れ
、
行
大
司
農
司
の
機
能
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

レ
ま
問
題
と
す
る
の
は
、
{
呂
田
を
影
占
す
る
場
合
で
あ
る
。

至
元
二
十
六
年
二
月
、
動
農
営
団
司
承
奉
行
大
司
農
司
参
照
議
擬
到
奉
僚
董
内
一
款
、
亡
宋
各
項
係
官
田
土
、
毎
歳
各
有
額
定
秤
粒
、
折

牧
物
色
。
開
附
以
来
、
多
被
権
豪
勢
要
之
家
、
影
占
以
魚
己
業
佃
種
、
或
賀
県
他
人
作
主
。
立
限
一
百
目
、
若
限
内
自
行
赴
行
大
司
農
司

並
動
農
営
田
司
出
首
、
輿
兎
本
罪
、
其
地
還
官
、
止
令
出
首
人
種
佃
、
依
例
納
租
。
接
在
前
醸
牧
将
粒
、
並
行
菟
徴
。
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こ
れ
に
つ
い
て
藤
野
氏
は
「
期
限
内
に
申
告
し
た
者
に
は
罪
を
菟
じ
、
た
だ
奪
っ
た
土
地
を
官
に
浪
牧
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
横
領
し
た
租
税

を
徴
放
し
な
か
っ
た
」
と
解
説
さ
れ
る
。
原
文
に
「
其
地
還
官
」
と
あ
る
の
は
、
た
し
か
に
土
地
を
政
府
に
、
返
還
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が

大
土
地
所
有
者
は
そ
の
土
地
に
つ
い
て
権
利
を
全
く
喪
失
し
た
と
レ
え
る
だ
ろ
う
か
。
「
出
首
し
た
人
に
種
佃
さ
せ
、
規
定
通
り
に
租
を
納
入

さ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
影
占
の
行
魚
そ
の
も
の
は
不
嘗
不
法
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
大
土
地
所
有
者
に
と
っ
て
は
、
{
呂
田
と
し
て
の
登

録
を
し
て
、
官
田
の
小
作
料
と
し
て
の
官
租
を
納
入
す
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
元
朝
政
府
が
官
田
耕
作
に
お
け
る
重

層
構
造
を
法
制
的
に
も
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
元
史
』
巻
一
五
・
世
租
紀
・
至
元
二
十
五
年
正
月
美
丑
の
僚
に
次
の
よ

う
に
み
え
る
。
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江
准
行
省
言
、

「
南
准
土
噴
民
寡
、
粂
弁
之
家
、
皆
不
輪
税
。
文
管
内
七
十
除
城
、
止
屯
田
南
所
。
宜
増
置
准
東
西
南
道
勤
農
営
団
司
、
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督
使
耕
之
。
」
制
日
可
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
府
に
と

っ
て
は
何
よ
り
も
税
糧
確
保
に
主
眼
が
あ
り
、
粂
弁
が
問
題
と
さ
れ
た
の
は
粂
弁
の
家
が
組
税
を
納
め

ょ
う
と
し
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
き
の

「
官
回
を
影
占
す
る
場
合
」

ぁ

司
の
議
に
よ
る
罰
則
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
行
大
司
農
司
が
こ
の
保
書
一施
行
に
現
質
的
問
躍
的
な
姿
勢
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。

「
不
正
申
告
の
場
合
」

「詑
名
の
場
合
」
の
三
伐
に
は
、
行
大
司
農

注
目
さ
れ
る
の
は
、

違
反
し
た
土
地
の
康
狭
の
程
度
に
よ

っ
て
罰
則
に
差
の
あ
る
こ
と
で
、
官
回
を
影
占
す
る
も
の
が
最
も
重
く
、
不
正
申
告

が
こ
れ
に
次
ぎ
、
詑
名
は
さ
ら
に
聴
い
。
{
呂
田
税
糧
の
培
牧
に
重
き
を
お
く
嘗
局
の
態
度
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

宋
元
交
替
の
混
乱
に
乗
じ
て
、
勢
力
家
が
土
地
を
粂
弁
し
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
江
南
占
領
以
来
の
封
粂
弁
政
策
を
一

瞥
し
、
上
述
の
行
大
司
農
司
の
役
割
を
明
確
に
し
た
い
。
至
元
十
七
年
に
は
、

@
 

が
公
布
さ
れ
て
い
る
。
進
駐
し
て
き
た
軍
人
や
勢
力
家
を
封
象
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
賞
際
的
な
数
果
が
護
揮
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。

「
江
南
の
逃
亡
の
民
の
回
を
撞
援
す
る
者
は
罪
あ
り
」
と
の
敷

ま
た
よ
く
引
用
さ
れ
る
至
元
二
十
年
十
月
、
同
二
十
二
年
二
月
の
減
租
の
詔
書
も
、

江
南
の
大
地
主
を
牽
制
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
小

@
 

農
民
保
護
の
政
治
的
ポ
i
ズ
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
桑
寄
の
息
の
か
か
っ
た
直
世
築
の
時
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
江
南
に
つ
い
て
土
地
へ
の
支
配
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が
企
閲
さ
れ
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
園
家
の
政
策
を
反
映
し
や
す
い
官
回
巳
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

『
元
史
』
各
二
二
・
世
組
紀
・
至
元
二
十

年
十
二
月
甲
辰
の
僚
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

中
書
省
臣
言
、

「
江
南
官
田
、
魚
樺
豪
寺
硯
欺
隠
者
多
。
宜
兎
其
積
年
牧
入
、
限
以
日
期
、
聴
人
首
質
。
険
限
矯
人
所
告
者
、
徴
以
其
半

給
告
者
。
」
従
之
。

勢
力
家
や
寺
観
な
ど
が
と
り
こ
ん
で
い
る
宋
代
に
官
田
で
あ
っ
た
国
土
に
つ
い
て
は
、
嘗
事
者
の
自
首
申
告
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
官
田
と

し
て
登
録
さ
せ
、
そ
れ
ま
で
の
未
納
の
租
税
は
徴
牧
を
菟
除
す
る
。
も
し
期
限
内
に
申
告
せ
ず
他
人
に
告
訴
さ
れ
る
よ
う
な
と
き
に
は
国
土
を

浸
牧
し
、
そ
の
半
分
は
注
進
し
た
も
の
に
給
し
て
や
る
。
文
面
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
が
、
申
告
の
後
は
租
税
を
き
ち
ん
と
納
入
さ
せ
、
承

佃
者
の
佃
戸
か
ら
の
牧
租
樺
を
認
め
て
や
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
粂
弁
に
射
す
る
こ
う
い
う
姿
勢
は
、
次
の
准
西
腫
州
に
お
け
る
荒
田
開



一
九
・
荒
田
類
に
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
年
次
の
こ
と
な
る
こ
篠
が
あ
っ
て
、
両
者
を
比
較

す
れ
ば
そ
の
聞
の
経
過
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
江
南
征
服
直
後
の
至
元
十
四
年
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
侵
入
に
あ
っ
て
逃
亡
し
た
も
の
の
田
土
に

@
 

つ
い
て
、
人
を
募
っ
て
耕
作
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
際
も
と
の
田
主
が
所
有
権
を
主
張
で
き
る
の
は
半
年
の
う
ち
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
'

政
府
の
措
置
は
、
そ
れ
か
ら
七
年
除
り
を
経
て
、
勢
力
家
の
回
土
抜
大
に
寄
興
す
る
結
果
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
政
府
と
し
て
は

耕
の
場
合
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

『
元
典
章
』

も
と
の
回
主
の
主
張
を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
か

っ
た
と
み
え
て
、
至
元
二
十
二
年
に
は
他
の
荒
田
に
お
い
て
毎
丁
百
畝
を
興
え
、
そ
れ
に

足
ら
な
い
時
に
か
ぎ
っ
て
、
富
豪
が
冒
占
し
て
い
る
田
土
か
ら
さ
い
て
輿
え
る
こ
と
と
し
た
。
勢
力
家
の
粂
弁
に
劃
す
る
承
認
と
大
幅
な
譲
歩

@

@
 

と
み
な
さ
れ
よ
う
。
至
元
二
十
三
年
七
月
に
は
営
団
組
管
府
が
設
け
ら
れ
、
官
回
に
つ
い
て
登
録
と
開
耕
奨
働
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
役
所
が
粂

@
 

弁
紋
況
に
劉
蕗
し
た
と
こ
ろ
か
ら
み
て
也
、
藤
野
氏
が
推
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
賓
質
的
に
は
行
大
司
農
司
の
前
身
で
あ
ろ
う
。

江
南
占
領
以
来
の
粂
弁
賦
況
へ
の
封
庭
の
姿
勢
か
ら
類
推
さ
れ
る
よ
う
に
、

る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
勢
力
家
を
弾
座
し
て
田
土
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
勢
力
家
の
手
を
か
り
て
、
政
府
の
財

源
を
確
保
す
る
に
近
い
。
園
家
は
進
行
し
て
い
る
粂
弁
紋
況
に
介
入
し
て
、

勢
カ
家
の
利
盆
の
一
部
を
す
い
あ
げ
よ
う
と
す
る
。
少
な
く
と
も

官
固
に
関
し
て
は
、
確
貨
に
し
か
も
大
幅
に
す
い
あ
げ
よ
う
と
す
る
。
勢
力
家
は
介
入
を
許
さ
ざ
る
を
え
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
園
家

行
大
司
農
司
が
行
な
っ
た
の
は
あ
く
ま
で

「
田
租
を
尋
究
す
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の
庇
護
を
う
け
る
こ
と
と
も
な
り
、
小
作
人
か
ら
の
牧
租
権
を
保
誼
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
行
大
司
農
司
が
設
け
ら
れ
た
た
め
に
、

民
の
横
暴
が
ま
か
り
と
お
る
場
合
も
で
て
、
ぎ
た
。
『
江
蘇
金
石
志
』
巻
二

O
「
鎖
江
路
儒
皐
復
回
記
」
に
衣
の
よ
う
に
い
う
。

至
元
二
十
四
年
、
行
大
司
農
司
開
司
、
又
被
丘
、氷
崇
等
、
乗
勢
作
係
官
没
江
藤
沙
団
地
、
起
納
官
租
奪
占
。

か
え
っ
て
豪

こ
こ
に
行
大
司
農
司
の
設
置
と
豪
民
の
丘
、氷
崇
が
皐
田
を
奪
占
し
た
こ
と
が
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
奪
占
は
官
租
を
納
入
す
る

こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

行
大
司
農
司
の
職
務
の
勤
農
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

『
元
史
』
巻
一
五
・
世
粗
紀
・
至
元
二
十
五
年
正
月
葵
丑
の
僚
に
次
の
よ
う
に
い
う
。
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詔
行
大
司
農
司
・
各
道
勤
農
笹
田
司
、
巡
行
勘
謀
、
参
察
勤
惰
、
歳
具
府
州
牒
勘
農
官
賞
迩
、
以
魚
般
最
。
路
経
歴
官
・
照
弔
ア
以
下
、
並
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聴
裁
決
。
或
情
勢
作
成
、
侵
官
害
農
者
、
従
提
刑
按
察
司
究
治
。

@
 

行
大
司
農
司
ま
た
働
曲
目
営
団
司
は
地
方
の
役
人
を
督
責
し
、
そ
の
勧
謀
の
賃
績
に
よ
り
勤
務
成
績
と
評
定
す
る
。
至
元
二
十
四
年
に
、
大
司
農

⑬
 

司
の
説
抗
議
に
よ
り
、
路
府
州
鯨
の
達
魯
花
赤
が
勘
農
の
職
を
粂
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
と
閲
連
し
よ
う
。
『
元
典
章
』
二
三
「
革
罷
下
郷
動

⑬
 

農
」
の
僚
に
は
、
江
南
の
勘
農
の
路
官
に
よ
る
現
地
視
察
を
藤
止
す
る
に
至

っ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
観
察
は
人
民
の
負
措
に
な
る
ば
か

り
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
保
は
桑
寄
失
脚
後
の
至
元
二
十
八
年
の
末
の
日
付
で
あ
る
か
ら
、
行
大
司
農
司
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
に

は
、
勘
農
の
路
官
が
勘
課
の
た
め
に
郷
村
を
た
び
た
び
親
祭
し
た
の
だ
ろ
う
。
勘
課
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
租
税
を
滞
納
せ
ず
に
納
め
さ
せ
る

@
 

こ
と
に
か
た
む
か
ざ
る
を
え
な
い
。
次
の
「
流
民
嘆
」
の
詩
も
ま
た
桑
奇
時
代
の
農
民
の
苦
し
み
を
、
作
者
の
王
揮
の
口
を
介
し
て
惇
え
る
む

⑬
 

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
節
に
い
う
。

朝
家
勧
課
儲
.
憂
勢

只
震
有
名
多
少
質

常
卒
榔
間
帰
前
省
媛

義
膜
近
年
無
腰
積

江
南
最
苦
過
都
銭

更
着
替
司
日
掻
屑

管
司
己
罷
民
力
蘇

大
府
余
農
到
徒
設

お
か
み
は
勘
課
で
夜
も
日
も
明
け
ぬ
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う
わ
ベ
つ
く
ろ
い

質
と
も
な
わ
ぬ

常
千

義
倉

過
都
銭
お
も
き
江
南
に

前
省
が
ぶ
ち
こ
わ
し

こ
の
ご
ろ
貯
え
な
し

こ
た
び
は
営
司
に
無
穫
を
さ
せ
る

替
司
罷
む
と
て

ひ
と
息
つ
け
ば

お
役
所
つ
く
る
は
む
だ
な
こ
と

前
省
と
は
向
書
省
、
管
司
は
勘
農
笹
田
司
を
指
す
。
「
大
府
粂
農
」
の
大
府
と
は
、
憲
府
す
な
わ
ち
御
史
蓋
系
の
役
所
を
指
し
、
至
元
二
十
七

年
三
月
、
行
大
司
農
司
・
勧
農
笹
田
司
が
底
止
さ
れ
た
の
ち
に
、
勘
農
業
務
が
提
刑
按
祭
司
に
、
つ
い
で
粛
政
廉
訪
司
に
吸
枚
さ
れ
た
こ
と
を

い
ち
の
で
あ
ろ
う
。



さ
て
勘
農
に
関
し
て
想
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
つ
と
に
有
名
な
元
代
の
郷
村
組
織
、
祉
制
で
あ
る
。
祉
の
設
置
目
的
の
一
つ
に
勤
農
が
あ
り
、

農
業
技
術
指
導
、
水
利
保
全
を
は
じ
め
、
農
民
を
農
業
に
精
駒
さ
せ
る
こ
と
が
社
長
の
任
務
と
さ
れ
て
い
た
。
至
元
二
十
八
年
頒
行
の
『
至
元

@
 

新
格
』
の
治
民
の
一
一
保
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

諸
祉
長
、
本
震
勘
農
而
設
、
近
年
以
来
、
多
以
差
科
干
擾
、
大
失
元
立
社
長
之
意
。
今
後
凡
催
差
耕
集
、
自
有
里
正
・
主
首
、
其
枇
長
、

使
専
勧
謀
、
:
:

こ
こ
に
い
う
「
近
年
以
来
」
と
は
、
桑
瓦
町
専
権
の
時
期
に
ち
が
い
な
い
。
差
科
に
つ
い
て
社
長
が
閲
興
し
て
人
民
を
さ
わ
が
す
こ
と
が
多
か
っ

た
と
い
う
。
『
至
元
新
格
』
で
わ
ざ
わ
ざ
「
社
長
は
も
と
勤
農
の
た
め
に
設
け
た
も
の
だ
」
と
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
動
農

衛
門
の
行
大
司
農
司
・
勤
農
笹
田
司
と
祉
制
と
が
か
な
り
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
ち
、
た
め
に
郷
村
に
お
い
て
祉
長
が
何
ら
か
の
責
任
を
負
わ

さ

れ

る

こ

と

が

あ

り

が

ち

だ

っ

た

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

た

だ

一

例

に

す

ぎ

な

い

が

、

社

長

が

納

『
元
典
章
』
の
「
社
長
」
の
用
例
の
中
に
、
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税
に
責
任
を
も
た
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
り
、

牧
の
係
、
本
論
文
四
O
頁
に
引
用
)

(
『
元
典
章
』
新
集
戸
部
・
官
員
職
回
依
郷
原
例
分

@
 

こ
れ
か
ら
は
本
来
の
里
正
・
主
首
の
睦
制
で
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
『
至
元
新
格
』
の
趣
旨
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
こ
れ
は
至
元
二
十
四
年
の
も
の
で
あ
る
。

江
南
に
お
け
る
祉
の
編
成
の
過
程
は
明
確
に
し
が
た
い
が
、
桑
苛
可
専
権
の
時
期
の
祉
制
は
こ
と
に
注
目
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

括
勘
の
賓
施
方
法
に
つ
レ
て
は
具
韓
的
な
史
料
に
乏
し
い
が
、

@
 

も
の
の
よ
う
で
あ
り
、

や
は
り
行
省
の
指
令
に
よ
っ
て
、
路
を
単
位
と
し
て
税
糧
額
を
報
告
さ
せ
た

上
記
の
勤
農
街
門
は
こ
れ
を
完
途
さ
せ
る
よ
う
強
力
な
指
導
監
督
を
行
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま
松
江
府
の
場
合

『
正
徳
松
江
府
志
』
に
よ
っ
て
検
討
し
た
い
。
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
同
志
巻
六
「
江
漸
行
省
所
委
検
校
官
王
艮
議
兎
増
科
回
糧

案
」
に
よ
る
と
、
松
江
府
の
税
糧
額
の
鑓
蓮
は
第
1
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。
宋
末
買
似
道
の
公
田
政
策
以
来
、
括
勘
、
朱
清
・
張
喧
の
田
土
の

籍
浪
、
経
理
を
通
じ
て
、
松
江
府
の
税
糧
額
は
増
加
し
て
き
た
。
こ
の
状
態
は
そ
の
ま
ま
明
代
に
及
び
、
明
初
洪
武
年
間
に
は
百
二
十
高
石
に

も
達
し
、
財
政
的
に
重
要
な
大
官
田
地
帯
を
形
成
す
る
一
方
、
こ
の
地
方
の
農
民
へ
の
過
重
な
租
税
負
携
が
祉
曾
問
題
と
な
る
。
い
ま
注
目
し

た
い
の
は
、
税
糧
額
が
一
府
の
責
任
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
括
勘
あ
る
い
は
経
理
と
い
っ
て
、
国
土
の
面
積
と
そ
の
所
有
関
係

に
つ
い
て

39 
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I有宋紹照年間(1l90~94)

策定 3年 (1263)

宋末

至元24年 (1287) 括勘

大徳 7年 (1303) ※※ 

延紡元年 (1314) 653，900石 |

| 延砧 2年(問5) 経理 7払 000石|

※ 賀似道が公団を仮買して， 158，200I!金石を櫓濫

※※朱消張砲の田土を断波， 10徐斑石にあたる

松江府税糧表

112，301石

422，800石

458，903石フE

を
明
確
に
す
る
の
も
、
結
局
は
府
と
か
路
の
責
任
に
お
い
て
負
捨
す
べ
き
税
糧
額
、
す
な
わ
ち

額
管
税
糧
を
決
定
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
行
省
が
路
府
に
責
任
を
も
た
せ
、
路
府
は
州
豚

に
責
任
を
分
権
さ
せ
る
。
宋
代
の
官
田
が
元
代
に
縫
承
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
贋
大
な
官
田

を
有
す
る
松
江
府
な
と
の
額
管
税
糧
は
こ
と
に
多
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
至
元
二
十
四
年
の
括

勘
を
経
た
松
江
府
の
税
糧
額
四
十
五
高
八
千
九
百
三
石
と
は
、
南
宋
末
の
税
糧
額
四
十
二
高
二

千
八
百
除
石
を
踏
襲
し、

そ
れ
に
や
や
上
の
せ
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

首
然
、
こ
の
額
を
貫

際
に
徴
牧
す
る
に
は
か
な
り
の
困
難
が
あ
っ
た
。

『
正
徳
松
江
府
志
』
巻
六
「
松
江
府
助
役
田

※ 

第 1表

糧
記
」
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
て
い
る
。

然
蹄
附
之
後
、

亡
宋
科
徴
文
加
、
散
失
殆
輩
、
至
元
二
十
四
年
、
催
納
税
糧
、
止
患
郷
司
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草
加
数
目
、
以
致
里
正

・
主
首
陪
閉
有
科
無
徴
等
項
銭
糧
、

上
戸
漸
至
困
乏
。
況
中
下
戸

計
哉
。

宋
代
の
徴
税
蓋
帳
が
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
至
元
二
十
四
年
の
括
勘
に
ひ
き
つ
づ
く
徴

税
に
際
し
て
は
、
郷
司
の
も
と
に
あ
っ
た
帳
簿
の
教
に
よ
ら
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
た
め
里
正
・
主
首
が
徴
牧
不
能
分
の
銭
糧
を
肩
が
わ
り
し
て

@
 

納
入
(
陪
閉
)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
里
正
や
主
首
に
は
原
則
と
し
て
財
産
の
多
い
も
の
が
充
賞
さ
れ
る
が
、
こ
の
代
納
の
た
め
に
、

比
較
的
富
裕
な
は
ず
の
彼
ら
上
戸
層
が
窮
乏
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
際
あ
る
い
は
府
首
局
の
巌
し
い
督
促
が
こ
の
事
態
を
ひ
き
お
こ
し
た

も
の
で
あ
る
。

同
じ
至
元
二
十
四
年
の
江
西
行
省
裳
州
路
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。

江
西
裳
州
路
世
間
載
鯨
人
氏
、
於
至
元
二
十
四
年
、

蒙
上
司
将
民
間
所
佃
職
回
、
分
挽
各
官
街
、
毎

一
敵
、
勅
要
迭
納
上
等
白
米
六
斗
、
.

:
・
使
民
不
獲
己
而
繁
買
家
産
了
納
、
:
・
:
・以
致
所
佃
職
国
民
戸
、

多
有
逃
亡
。
及
親
郊
・

主
首
・
祉
長
人
等
、
官
司
動
要
閉
納
、
以
致
下

民
流
散
、
抽
下
回
土
、
無
人
耕
種
。

(『一克典章』

新
集
戸
部
「
官
員
織
田
依
郷
原
例
分
政
」
の
係
)



こ
の
例
は
職
田
に
闘
す
る
-
も
の
で
あ
る
が
、
至
元
二
十
四
年
の
措
置
以
来
、
職
回
の
佃
戸
は
耐
え
か
ね
て
逃
亡
す
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
た
め

嘗
局
は
逃
戸
の
親
那
・
主
首
・
吐
長
ら
に
強
制
的
に
代
納
さ
せ
て
い
る
。

田
の
場
合
で
あ
る
。

レ
ま
ひ
と
つ
の
例
は
、
年
代
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
鎖
江
路
の
公

佃
戸
逃
移
、
回
土
荒
白
、
租
額
酷
欠
、
有
科
無
徴
、
年
終
不
能
成
就
、
里
正
被
其
釜
撞
、
出
筈
田
園
、
准
折
牛
具
、
回
易
糧
米
、
代
替
迭

輪
。
役
戸
有
破
蕩
之
惨
、
府
豚
有
掲
閉
之
憂
。
(
『
至
順
鎮
江
士
山
』
各
六
・
常
賦
)

里
正
な
ど
の
役
戸
、
が
代
納
さ
せ
ら
れ
て
波
落
の
憂
き
目
に
あ
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
さ
き
の
松
江
府
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ

の
「
府
鯨
有
掲
閉
之
憂
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
『
通
制
篠
格
』
巻
一
四
「
掲
借
閉
納
」
の
僚
に
、
「
卒
江
等
路
の
官
吏
、
糧
を
欠
か
、ざ
る
人
戸

の
蕗
に
お
い
て
、
逼
勤
し
て
逃
亡
・
事
故
の
米
糧
を
掲
借
閉
納
せ
し
む
」
と
い
う
よ
う
に
、
掲
閉
と
は
掲
借
閉
納
を
つ
づ
め
た
語
で
あ
る
。
役

戸
が
代
納
し
き
れ
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
に
政
府
の
下
級
官
臆
が
責
任
額
を
う
め
あ
わ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
地
方
官
の
悩
み
の
た
ね
で
も
あ

『
宋
禽
要
輯
稿
』
食
貨
一
・
農
回
雑
録
に
、
准
南
・
江
東
・
新
西
地
方
の
官
回

っ
た
。
因
み
に
こ
れ
と
同
様
の
態
様
は
宋
代
に
も
み
ら
れ
る
。

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
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(
乾
遁
八
年
)
七
月
七
日
、
臣
僚
言
、
准
南
・
江
東
・
前
西
泊
江
沙
国
産
場
、
所
立
新
租
、
大
震
民
害
。
向
来
臣
僚
起
請
、
止
偽
有
力
之

家
、
侵
耕
回
目
佃
。
今
却
特
腫
干
人
戸
租
産
己
業
、
一
概
打
量
、
所
立
新
租
、
数
倍
奮
日
、
往
往
壷
地
利
所
得
、
不
足
輪
官
、
逃
移
紛
紛
、

禍
及
海
保
、
甚
則
州
豚
鴛
之
陪
納
。

括
勘
の
内
貿
に
つ
い
て
い
ま
少
し
検
討
し
て
み
た
い
。

の
記
事
が
あ
る
。

時
又
有
括
田
之
命
、
公
令
有
国
互
相
根
括
、
増
田
三
千
頃
以
陸
命
、
而
反
覆
苛
横
之
苦
、
視
他
而
少
息
失
。

『
逼
園
拳
古
録
』
巻
四
二
の
陳
思
済
の
紳
道
碑
に
は
、
彼
の
池
州
路
に
お
け
る
括
田

41 

た
だ
し
こ
の
記
事
は
、
彼
が
嶺
北
湖
南
道
粛
政
廉
訪
使
か
ら
池
州
路
総
管
に
樽
じ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
桑
可
一
同
専
権
の
時
期
に
属
す
る

@
 

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
か
ら
至
元
二
十
四
年
に
お
け
る
括
勘
の
批
況
を
あ
る
程
度
は
類
推
で
き
る
と
考
え
る
。
括
回
の
命
令
が
下
る
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と
、
陳
思
済
は
国
土
の
所
有
者
た
ち
に
互
い
に
調
査
を
さ
せ
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
協
議
、
自
首
申
告
に
も
と
づ
い
て
三
千
頃
分
の
国
土
を
登
録

し
て
、
こ
の
田
土
か
ら
あ
が
る
税
糧
を
新
た
に
政
府
に
納
入
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
命
令
に
雁
じ
た
。
お
か
げ
で
、
他
の
地
方
に
み
ら
れ
た
よ
う

な
一
度
納
入
し
た
も
の
を
再
度
催
促
主
れ
た
り
、
す
じ
ち
が
い
の
税
糧
を
む
り
に
納
入
さ
せ
ら
れ
た
り
と
い
っ
た
苦
し
み
は
ず
っ
と
少
な
か
っ

た
と
い
う
。
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
は
、

ま
ず
括
勘
は
増
田
を
期
待
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
国
土
所
有
者
た
ち
の
同
議
に
よ
っ
て
命
令

に
臆
じ
た
た
め
に
民
間
の
苦
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
一
の
貼
は
、
さ
き
に
述
べ
た
松
江
府
に
お
け
る
税
糧
の
増
加
か
ら
も
確
認
さ
れ
よ
う
。
ま
た
第
二
回
目
の
大
規
模
な
田
土
調
査
で
あ
る
延

祐
二
年
の
経
理
に
お
い
て
、
こ
れ
と
同
様
の
記
録
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
藤
野
氏
も
引
用
し
て
お
ら
れ
る
『
滋
漢
文
稿
』
巻
一
一
一
一
の
果

@
 

元
珪
の
行
政
に
い
う
。

今
中
書
臣
経
理
江
准
田
土
、
第
以
増
多
魚
能
、
加
以
有
司
頭
舎
箕
欽
、
停
元
元
之
民
困
苦
日
甚
。

経
理
に
あ
た
っ
て
は
、
増
多
す
な
わ
ち
靖
国
・
培
糧
が
役
人
の
腕
の
み
せ
ど
こ
ろ
と
さ
れ
、
頭
わ
り
に
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ

れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、
同
文
集
巻
九
の
費
履
謙
の
神
道
碑
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

日
虚
加
糧
、
江
西
尤
甚
。
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初
括
江
南
地
時
、
民
或
無
地
輪
税
、
或
地
少
輪
多
、

土
地
を
所
有
し
な
い
も
の
に
も
税
が
か
か
り
、
所
有
す
る
土
地
の
面
積
が
少
な
く
て
も
、
除
叫
が
に
税
が
か
か
る
。

〈
虚
糧
)
と
い
わ
れ
、
こ
の
鰐
害
が
江
西
に
は
と
く
に
甚
し
か
っ
た
。
嘗
時
の
社
舎
や
制
度
か
ら
す
れ
ば
、
増
糧
し
な
く
て
も
す
ま
せ
ら
れ
る

」
う
い
う
も
の
が
慮
加
糧

の
で
は
な
く
、
必
ら
ず
培
糧
が
し
か
る
べ
き
も
の
と
し
て
要
求
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
陳
思
慣
が
行
な
っ
た
括
回
は
、
こ
の
史
料
の
ニ
品
ア

か
え
っ
て
例
外
に
属
す
る
。
一
方
的
強
制
的
に
増
田
・
増
糧
が
決
定
さ
れ
る
の
が
む
し
ろ
普
通
で
、
こ
れ
が
農
民
へ

ン
ス
か
ら
推
測
す
れ
ば
、

の
負
捻
と
し
て
輔
稼
さ
れ
る
か
ら
問
題
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
第
二
の
貼
、
す
な
わ
ち
陳
思
慣
が
民
間
の
協
議
に
ゆ
だ
ね
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
文
章
は
、
彼
が
い
わ
ゆ
る
良
更
で
あ
っ
た
と

い
う
プ
ラ
ス
の
評
債
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
す
る
な
ら
、
彼
は
や
は
り
例
外
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ



も
一
般
に
は
ぞ
う
は
い
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
貧
情
で
あ
ろ
う
。
有
高
巌
氏
、
藤
野
彪
民
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
恥
経
理
が
き
っ
か
け
と
な

っ
て
反
凱
が
起
こ
っ
た
と
い
う
史
料
は
数
多
い
。
括
勘
の
場
合
に
直
接
反
凱
を
生
じ
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
の
史
料
は
見
い
だ
し
え
て

た
し
か
に
江
南
の
反
凱
は
増
加
し
て
い
る
。
不
嘗
な
白
土
調
査
、
不
嘗
な
徴
税
に

い
な
い
が
、
さ
き
に
理
算
に
関
連
し
て
一
言
し
た
よ
う
に
、

封
す
る
人
民
の
抵
抗
が
珠
想
さ
れ
れ
ば
こ
そ
、
陳
思
済
は
慎
重
に
も
民
間
の
協
議
に
ゆ
だ
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
っ
て
く
る
。

以
上
に
み
た
よ
う
に
、
括
勘
は
国
土
調
査
と
は
い
い
な
が
ら
、
郷
村
に
お
け
る
本
格
的
な
丈
量
を
意
味
し
た
か
と
い
う
と
す
こ
ぶ
る
疑
問
に

路
な
ら
路
で
ど
れ
だ
け
の
税
糧
が
納
入
可
能
と
珠
定
さ
れ
る

お
そ
ら
く
こ
れ
は
帳
簿
上
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

か
、
そ
の
路
の
役
人
は
ど
れ
だ
け
の
税
糧
を
請
負
う
か
の
問
題
で
あ
っ
た
。
路
府
州
豚
は
そ
の
責
任
を
里
正
な
ど
の
嘗
役
の
戸
に
分
散
す
る
。

だ
が
ら
里
正
が
代
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
で
も
間
に
あ
わ
な
け
れ
ば
、
路
府
州
鯨
が
う
め
あ
わ
せ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ

た
。
括
勘
は
、
さ
き
の
理
算
政
策
の
姿
勢
に
も
似
て
、
必
ず
し
も
現
賓
の
農
村
の
朕
態
に
則
し
て
行
な
わ
れ
た
と
は
言
い
難
い
面
が
あ
る
。

宋
末
公
団
の
継
承
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い
く
ら
増
田
増
糧
と
い
っ
て
も
、

ぅ
。
税
糧
増
牧
を
も
く
ろ
む
政
府
と
し
て
は
、
政
府
所
有
の
国
土
で
あ
る
官
田
こ
そ
た
の
み
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
桑
一
骨
の
時
期
に
江
南
の
官

田
の
耕
種
が
問
題
に
な
っ
た
。
至
元
二
十
五
年
正
月
、
人
民
を
招
募
し
、
兎
役
・
兎
税
の
優
遇
措
置
を
と
っ
て
江
南
の
蹟
土
及
び
公
団
を
耕
作

@

じ

ん
み
ん

さ
せ
た
。
こ
れ
に
関
連
す
る
記
事
が
『
元
典
章
』
一
九
「
開
種
公
団
」
の
僚
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
公
田
荒
閑
の
田
地
を
富
戸
の
百
姓
に

し
か
し
な
が
ら
、

無
制
限
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

何
ら
か
の
目
途
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

脆
院
に
よ

っ
て
提
議
さ
れ
た
。
こ
の
議
を
う
け
た
尚
書
省
は
、
富

@
 

戸
に
は
工
本
を
興
え
な
い
こ
と
を
確
認
の
う
え
、
公
田
耕
作
奨
駒
の
措
置
を
と
っ
た
。
こ
こ
に
い
う
公
固
と
は
『
元
史
』

輿
え
、

ま
た
工
本
を
輿
与
え
て
百
姓
(
一
般
人
民
)
に
耕
作
さ
せ
る
こ
と
が
、

『
元
典
章
』
の
通
常
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の
用
例
で
あ
る
職
田
の
意
で
な
く
、
官
回
一
般
を
指
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宋
代
の
官
田
の
再
開
設
が
意
固
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
き
に
引
用
し
た
行
大
司
農
司
が
審
議
し
た
候
霊
に
お
い
て
、

影
占
し
て
い
る
官
田
を
返
還
さ
せ
た
の
も
、

宋
代
か
ら
纏
承
す
べ
き
官
田
の
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『至元主土土』 一 | 証言ゐ吋主』対日 一一一|

額管糧 351，叩石 !額管糧 199，市石 |

額管米 351，742 

蹴公回二分米 4叩 2 !歳減公団二分担 26，加 i 
題候1萱 3，321 I 
事故糧 15，654 i 
矧騒 154，016 

印刷l i 

嘉輿路・松江府税糧額第 2表

1"('徴糧 306，019 

質徴米 305，819 

公回全租米額 229，610 

「
額
定
の
好
粒
」
を
と
り
た
て
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

い
ま
官
回
税
糧
が
ど
れ
ほ
ど
の
比
重
を
占
め
る
も
の
か
、

『
至
元
嘉
禾
志
』
に
よ
っ
て
嘉

興
路
(
管
下
に
松
江
府
・
嘉
興
豚
・
海
山
盟
問
脚
・
崇
徳
豚
が
あ
る
)
の
、

て
松
江
府
(
管
下
に
上
海
豚
・
華
一
苧
燃
が
あ
る
)

「
正
徳
松
江
府
士
ど
に
よ
っ

の
統
計
を
第
2
表
と
し
て
か
か
げ
る
。

な
お

公回全税糧額

周
藤
吉
之
氏
が
『
至
元
嘉
禾
志
』
を
用
い
て
算
出
さ
れ
た
よ
う
に
、
公
田
の
全
租
米
額
・
全

税
糧
額
を
あ
わ
せ
て
示
し
て
お
く
。
周
藤
氏
は
こ
こ
か
ら
宋
末
買
似
道
が
創
設
し
た
公
田
の

@
 

規
模
に
つ
い
て
論
註
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
至
元
・
大
徳
年
間
の
税
糧
滅
兎
の
記
事
を
『
至
順

銀
江
志
」
巻
六
・
寛
賦
に
よ
っ
て
験
出
す
る
と
次
の
も
の
が
あ
る
。

(
至
元
)
十
五
年
、
量
減
公
田
歳
課
二
分
。
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節
文
、
漸
西
所
有
公
回
、
可
権
依
務
例
、
召
佃
客
耕
種
、
合
得
歳
課
、
十
分
中
、
量
減
二
分
、
•. 

(
大
徳
)
九
年
二
月
、
均
兎
官
田
租
税
二
分
。

@
 

節
文
、
大
徳
九
年
、
江
准
以
南
諸
慮
、
佃
種
官
田
租
税
、
均
克
二
分
、

『
正
徳
松
江
府
志
』
の
歳
減
の
記
事
が
、
『
至
順
鎖
江
志
』
に
み
え
る
大
徳
九
年
の
も
の
と

『
松
江
府
士
山
』
の
大
徳
中
の
公
団
と
は
官
田
一
般
を
指
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
る
と
、

大
徳
年
間
、
松
江
府
に
お
い
て
減
免
の
針
象
が
宋
末
公
回
に
の
み
限
定
さ
れ
る
必
然
性
は
な

に
と
ど
め
よ
う
。
嘉
輿
路
に
お
け
る
公
田
租
米
は
歪
・
=
一
%
、
松
江
府
に
お
け
る
官
田
(
公
団
〉
税
糧
は
宅
・

0
%
ま
で
を
占
め
る
。

い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
は
官
回
税
糧
の
比
重
の
高
さ
を
比
率
と
し
て
示
す

衣
に
宋
末
買
似
道
が
漸
西
地
方
に
創
設
し
た
公
田
が
、
元
の
時
代
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
す
で
に
松
江
府

」
こ
で
は
鎖
江
路
の
場
合
に
つ
い
て
具
陸
的
に
猿
誼
し
て
み
た

に
お
け
る
税
糧
増
加
か
ら
も
あ
る
程
度
想
像
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
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L F定志』 _I__r~_り.!
! 109，066石I226，949石(100.0%) i 146，251石(100.0%)

※ I (100例 f 弘 290石(100例{有司所管 ロμ 田石(100.0%)
一府合計 1i ___. ~-'----='---'-"II 

一 l一一ほ畑叩一田阻問租猷米 … [ i「戸江雌一准川l江新財賦府所管 33幻2石

録事司 I

30，797石145，290石 αO.0%) 1 25，218石 (17.3%)
(28.2%)1 . _. ____ _ 

1 ( 24，373石 (26.4%)1(有司所管 23，953石 (19.6%)

l公田租米 仰向 11江准財賦府所管 問 5石 | 

44，022石I80，85θ石 (35.6%) 55， 883石 (38.2%)
(40.4%)1 _ __ . I 

1 ( 3却9，6白54石 (ω43.0%刻￥約)I川f有司所管 4必6，67η2石 (α38.1%め) 

| l咽公佃田租献米 4川 5石 | lほ江准糊財賦鵬府所附管 仏M悶山2幻却11

34，247石EI10∞0，8ω0∞0石 (ω44.4%鈎百め) I 6白5，14位2石 (ω44.5%￥約) 
(31.4%)1 . __ ____ ..1 

I ( 28，263石 (30.6%)1 (有司所管 51，856石 (42.3%)

[公田租米 72，537石 川江准財賦府所管 12，954石

I l江断財賦府所管 332石

『至順鎮江志』

8石(0.0%) 

有司所管 8石(0.0%) 

鎮江税糧表(梗米〉第 3表

丹徒鯨

一一
金壇!採

※ 『至順銀江志』では，一路合計額を示す

『
至
順
鎮
江
志
』
巻
五
・
巻
六
に
は
、

路
お
よ
び
所
属
の
録
事
司
と
三
腕
別
の
国
土
面

積
や
税
糧
額
に
閲
し
て
各
種
の
統
計
が
残
さ
れ

し、
。て

い
る
。

国
土
面
積
は
延
一
茄
二
年
の
経
理
に
も

と
づ
き
、

税
糧
額
は
至
順
二
年
〔
H

包
H

同市〕

の

ま
た
宋
代
の
地
方
志
の
統
計
も
こ

こ
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
い
ま
問
題
に
す
る
公

『
威
淳
鎮
江
志
』
か
ら
輔
載

教
で
あ
る
。

田
に
つ
い
て
は
、

の
統
計
と
の
比
較
が
で
き
て
好
都
合
で
あ
る
。
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第
3
表
は
秋
糧
の
う
ち
、
そ
の
大
部
分
を
占
め

る
梗
米
に
つ
い
て
の
統
計
で
あ
る
。

〔
江
准
財
賦
府
に
つ
い
て
〕
元
代
の
江
南
こ
と

に
湖
西
地
方
に
は
、
国
土
税
糧
を
管
理
す
る
の

に
、
大
別
し
て
有
司
、
江
准
財
賦
府
、
江
湖
財

賦
府
の
三
系
統
が
あ
る
。
江
湖
財
賦
府
は
至
大

元
年
〔

H
8∞
伸
明
〕
に
設
け
ら
れ
、
ふ
朱
清
・
張
費

@
 

の
波
官
国
土
を
管
理
す
る
。
江
准
財
賦
府
は

『
元
史
』
巻
八
九
・
百
官
志
に
よ
る
と
、
宋
の

謝
太
后
・
一
繭
王
の
献
ず
る
と
こ
ろ
の
事
産
、
お

よ
び
貰
似
道
の
地
土
、
劉
堅
ら
の
田
を
管
理
す

る
と
い
う
。
そ
の
設
置
年
代
に
闘
す
る
記
事
は
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不
十
分
で
る
っ
て
、

『
安
雅
堂
集
』
容
九
「
江
准
等
魔
財
賦
都
総
帥
目
府
題
名
記
」
な
ど
に
よ
っ
て
補
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
が
多
い
。
こ
の
役
所
は
江

南
占
領
後
ま
も
な
く
至
元
十
六
年
〔
H
N
a
年
〕
に
、
江
祈
等
成
財
賦
総
管
府
と
し
て
設
け
ら
れ
、
桑
寄
専
椴
の
至
元
二
十
六
年
〔
H
N
S
特
〕
に
江
准
等
慮
財

賦
総
管
府
と
改
稽
さ
れ
、
中
宮
の
管
下
に
お
か
れ
た
。
そ
の
の
ち
大
徳
四
年
〔
H80有
〕
に
時
四
止
さ
れ
て
、
そ
の
回
賦
は
有
可
所
管
と
な
っ
た
。
至
大
元
年

に
江
准
等
庭
財
賦
都
線
管
府
と
し
て
新
た
に
後
足
し
、
そ
の
後
一
時
期
駿
止
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
天
謄
二
年
〔
H
ω
N
Zぃ〕
令
元
史
』
百
官
志
、
『
正

徳
松
江
府
志
』
谷
六
の
王
艮
の
議
案
に
よ
る
)
あ
る
い
は
翌
至
順
元
年
〔
お
ω。
伸
明
〕
(
『
安
雅
堂
集
』
に
よ
る
)
に
は
、
「
復
び
立
つ
」
と
設
置
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。
な
お
『
安
雅
堂
集
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
管
理
す
る
も
の
は
、
宋
の
水
衝
少
府
の
所
有
の
も
の
、
宗
主
の
私
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
大
臣
の
嘗
て
籍

し
て
入
る
る
も
の
と
い
う
。

『
至
順
鎮
江
志
』
に
よ
れ
ば
、
{
木
代
嘉
定
年
間
〔
HND
∞i
N
品付
〕
に
は
、
鎮
江
府
各
鯨
の
税
糧
負
捨
比
率
は
、

丹
陽
豚
が
四
0
・
四
%
、

金
壇
将

が
三
・
四
%
、
丹
徒
鯨
が
ニ
八
・
二
%
の
順
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
買
似
道
の
公
国
政
策
に
よ
っ
て
こ
の
順
位
が
襲
っ
て
き
た
。
三
照
合
計
の
公
団

租
米
額
は
十
三
高
齢
石
で
あ
り
、
こ
れ
は
従
来
の
一
般
税
糧
額
九
高
齢
石
を
し
の
ぐ
か
ら
、
嘗
然
公
田
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
大
き
く
獲
る
こ
と

は
あ
り
う
る
。
威
淳
の
時
の
公
団
を
除
い
た
従
来
の
税
糧
負
擢
比
率
は
、
丹
陽
鯨
四
一
二
・
0
%
、
一
金
程
将
一
ニ
0
・
六
%
、

丹
徒
照
二
六
・
四
%
で
あ
り
、
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嘉
定
年
間
と
比
較
し
て
大
差
な
し
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
公
国
組
米
を
各
豚
に
く
み
い
れ
て
計
算
し
て
み
る
と
、
金
壇
鯨
が
首
位
と
な
っ
て
四
回

-
四
%
、
以
下
丹
陽
鯨
=
一
五
・
六
%
、
丹
徒
同
開
ニ
0
・
0
%
の
割
合
に
襲
る
。

金
壇
鯨
に
お
レ
て
は
七
首
円
融
石
の
公
田
租
米
が
徴
牧
さ
れ
た
が
、

れ

は
銀
江
府
に
お
け
る
公
団
租
米
の
牛
ば
を
越
え
る
も
の
で
あ
り
、

い
か
に
公
臼
が
金
檀
豚
に
多
く
創
設
さ
れ
た
か
を
示
す
。

」
れ
が
元
代
に
入
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
。

管
轄
の
三
匡
分
を
合
計
し
た
も
の
の
鯨
別
比
率
を
み
る
と
、

金
壇
鯨
四
回
・
五
%
、
丹
陽
照
一
ニ
八

-
一
一
%
、
丹
徒
照
一
七
・
三
%
と
な
る
。
ま
ず
は
宋
末
の
公
田
を
含
め
た
税
糧
の
鯨
別
比
率
に
近
い
と
い
え
る
。

つ
い
で
有
司
所
管
分
に
つ
い
て
み

雨
財
賦
府
所
管
分
を
省
い
た
た
め
に
い
く
ら
か
嬰
動
が
あ
る
に
せ

よ
、
こ
れ
ま
た
宋
末
の
鯨
別
比
率
に
近
似
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
元
代
に
お
け
る
鯨
別
税
糧
負
捨
額

れ
ば
、
金
壇
牒
回
ニ
・
=一%
、
丹
陽
牒
=
一
八
・
一
%
、

丹
徒
鯨
一
九
・
六
%
と
な
り
、

の
源
流
が
宋
末
に
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
元
代
に
な
っ
て
税
糧
額
そ
の
も
の
は
宋
末
よ
り
、
も
か
な
り
減
少
し
て
は
い
る
。

し
か
し
、
公
団
の
設
置
が
元
代
に
も
影
響
を
残
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
考
え
ざ
る
を
え
ま
い
。
結
局
、
買
似
道
が
創
設
し
た
公
団
の



鎮江路回土面積表(1)

l納糧有司所管回

15，341頃52畝(100.0%)

一路合計 (成熟官 3醐 55畝山形)

グ民 11，206頃80畝

3，050噴07畝(19.9%)

丹徒蘇 720頃14畝 (19.8%)

グ民 2，311頃67畝

丹陽鯨

5，174頃96畝 (33.7%)

1，164頃53畝 (32.0%，)

グ民 3，891頃86畝

7，116頃49畝 (46.4%)

金壇県系 1，747頃88畝 (48.2%)

グ民 5，003頃27畝

鎮江路田土面積表.(ll) 

|宋末公回
(左欄に比しての割合)

1257頃60畝(31.4%) 

回

5，085頃36畝

(官 82蜘畝

民 4，263頃71畝

宮田率 16.2% 

i 593頃74畝(45.3%)

8，218頃50畝

(官 1.3蜘 3畝

民 6，906頃37畝

官田率 16.0%

8，410頃28畝

(官 2醐 01畝

民 6，906頃38畝

官田率 25.7%

一一一
公団合計 1，682頃28畝

第 4表

第 5表

供e:
日所司有

丹徒豚
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税
額
は
、
元
代
に
は
有
司
所
管
分
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
面
積
を
問
題
に
し
よ
う
。
『
至
順
鎮
江
士
山
』
巻
五
の
田
土
統
計
に
は
、
所
管
別
、
官
民
別
の
ほ
か
に
成
熟
荒
閑
の
別
、
納
糧
菟
糧
の
別

な
ど
が
あ
る
。
納
撞
有
司
所
管
田
と
、
そ
の
う
ち
税
糧
を
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
荒
閑
を
除
い
た
成
熟
の
官
民
田
の
面
積
に
つ
い
て
み
る
と
、

47 

第
4
表
の
よ
う
で
あ
る
。
納
糧
有
司
所
管
田
面
積
の
厭
別
比
率
(
丹
徒
勝
一
九
・
九
%
、
丹
陽
豚
=
一
=
一
・
七
%
、
金
壇
豚
四
六
・
四
%
)
は
、
第
3
表
の
有
司
所

管
税
糧
の
鯨
別
比
率
(
丹
徒
勝
一
九
・
六
%
、
丹
陽
勝
一
一
穴
・
一
%
、
金
糧
問
哲
ニ
・
=
一
%
)
に
近
似
し
た
も
の
で
あ
り
、
納
糧
有
司
所
管
回
面
積
と
納
糧
有
司



48 

所
管
成
熟
官
田
面
積
の
牒
別
比
率
も
ほ
ぼ
平
行
す
る
。

し
た
が

っ
て
宋
末
公
田
創
設
の
影
響
を
う
け
て
し
る
税
糧
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
豚
の
有

司
所
管
回
土
の
1
i
お
そ
ら
く
は
吸
引
…
官
聞
の

l
lう
ら
づ
け
を
も

っ
て
レ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

『

至
順
銀
江
志
』
巻
五
に
載
せ
ら
れ

て
い
る
宋
末
に
買
い
あ
げ
ら
れ
た
公
回
面
積
を
、
元
代
の
有
司
所
管
田
面
積
に
劉
比
し
て
み
よ
う
(
第
5
表
)
。
は
た
し
て
公
団
が
元
代
に
織
承

さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
公
回
は
有
司
所
管
の
官
回
の
部
分
に
纏
承
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。
各
腕
の
官
回
面
積
に
劃
す
る
宋

次

末
公
回
面
積
の
割
合
は
、
丹
徒
燃
で
は
一
二
一
・
四
%
、

丹
陽
鯨
で
は
四
五
・
三
%
、
金
壇
牒
で
は
三
八
・
五
%
で
あ
り
、

宋
末
公
団
の
比
重
が
そ
れ
ぞ
れ

相
首
高
い
こ
と
が
納
得
さ
れ
よ
う
。
ま
た
官
民
田
の
比
率
は
、
丹
徒
・
丹
陽
両
豚
で
は
官
田
一
六
に
射
し
民
田
八
四
を
示
す
が
、
金
壇
豚
の
官
田
率

は
ニ
五
・
七
%
と
高
い
。

鎮
江
府
に
創
設
さ
れ
た
公
回
約
一
六
八

O
頃
の
う
ち
牢
分
は
金
壇
鯨
に
所
属
し
、

に
起
因
す
る
。
な
お
雨
財
賦
府
所
管
の
田
土
も
宮
田
で
あ
る
が
、
銀
江
路
に
お
い
て
は
そ
の
税
糧
額

・
国
土
面
積
と
も
に
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い

金
壇
豚
の
官
団
十
年
が
高
い
の
も
こ
こ

の
で、

い
ま
は
こ
れ
に
ふ
れ
な
い
で
お
く
。
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元
代
に
継
承
さ
れ
た
公
団
の
態
様
に
つ
い
て
は
、
森
正
夫
氏
の
研
究
が
あ
る
。
氏
は
『
至
順
一
鎖
江
志
』
巻
六
に
み
え
る
皇
慶
二
年
〔
ZHω
什〕

の
文
書
に
よ
っ
て
、
官
田
の
み
を
耕
作
す
る
貧
難
佃
戸
の
存
在
形
態
と
し
て
論
述
し
て
お
ら
れ
る
。
重
複
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
私
は
政
治

過
程
と
の
嗣
連
に
お
い
て
公
団
が
ど
の
よ
う
に
綴
承
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
文
書
は
、
監
察
御
史
が
「
銀
江
路
の
公
田
は

そ
の
租
額
が
甚
だ
重
い
」
と
問
題
を
ほ
り
お
こ
し
た
こ
と
に
端
を
設
し
て
い
る
。
監
察
御
史
は
銀
江
路
管
下
の
三
腕
に
「
照
勘
し
て
回
申
せ
よ
」

@
 

と
指
令
し
た
が
、
こ
の
文
書
の
大
部
分
は
そ
れ
に
答
え
た
金
壇
豚
の
申
文
で
あ
る
。
金
壇
豚
と
い
え
ば
、
官
田
率
が
高
く
、
し
か
も
宋
末
公
団

が
多
く
創
設
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
金
壇
鯨
は
そ
の
地
の
長
老
た
ち
を
集
め
て
諮
問
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
宋
末
公
回
の
重
租
が
現
在

に
至
る
ま
で
農
民
を
苦
し
め
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
減
税
を
要
請
し
て
い
る
。
宋
が
滅
亡
に
瀕
し
て
い
る
徳
茄
元
年
〔
巳
司
令
〕
、
謝
太
后
は

公
回
を
罷
め
る
と
の
詔
を
裂
し
た
。
こ
こ
に
買
似
遁
の
公
回
は
制
度
上
終
り
を
つ
げ
た
。

モ
ン
ゴ
ル
寧
が
都
に
せ
ま
る
直
前
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
民
間
の
支
持
を
得
る
こ
と
を
ね
ら

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
嘗
然
、

湖
西
の
人
民
は
こ
の
措
置
を
歓
迎
し
た
。
至
元
十
二
年
(
十
三
年
の
譲
り
か
〉、

元
朝
の
支
配
下
に
入
っ
た
と
き
、
公
団
は
宋
代
の
制
に
な
ら
っ
て
税
を
徴
牧
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
や
は
り
元
朝
の
占
領
政
策
の
一



環
と
し
て
、
新
附
の
江
南
の
人
民
の
支
持
を
と
り
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。か

壮
〕
に
は
さ
き
に
示
し
た
よ
う
な
減
租
の
詔
書
が
公
布
さ
れ
、
前
西
の
公
団
は
権
り
に
佃
客
を
召
し
て
耕
種
さ
せ
、

や
が
て
建
言
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、

至
元
十
五
年
h
H
N

昌

歳
課
は
き
%
を
減
兎
す

元
朝
政
府
は
宋
末
に
公
団
で
あ
っ
た
回
土
に
つ
い
て
無
税
の
ま
ま
放
置
し
て
お
か
な
か
っ
た
。

ば
、
至
元
十
五
年
の
詔
書
で
「
擢
り
に
」
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
爾
来
三
十
六
年
間
、
何
ら
正
式
の
措
置
が
さ
れ
た
こ
と
も
な
く
、

る
こ
と
と
し
た
。

金
壇
鯨
の
言
い
分
に
よ
れ

し
か
も

宋
代
に
は
兎
除
に
な
っ
て
い
た
水
脚
米
が
そ
の
後
正
税
の
一
五
%
分
徴
牧
さ
れ
て
、

定
額
に
く
み
こ
ま
れ
た
の
で
は
(
牧
科
入
額
)
、

さ
ら
に
行
大
司
農
司
・
動
農
営
団
司
が
賓
荒
の
公
回
を
強
制
的
に
耕

ニ
O
%ど
こ

ろ
か
五
%
し
か
減
免
に
な
っ
て
い
な
い
で
は
な
レ
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

作
さ
せ
(
逼
令
人
戸
開
耕
)
、
荒
閑
の
と
こ
ろ
を
成
熟
と
し
て
税
糧
を
課
し
た
り
、

道
の
公
回
を
分
棟
し
、
財
賦
提
拳
司
に
隷
し
て
男
管
す

P

こ
れ
に
よ
り
公
団
は
一
向
に
重
困
す
」
と
レ
う
記
事
が
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
財
賦
提

職
国
に
充
賞
し
た
り
し
た
。

つ
い
で
「
近
年
、
ま
た
買
似

事
司
と
は
江
准
財
賦
府
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
役
所
の
改
贋
年
代
か
ら
推
し
て
、
近
年
と
は
至
大
元
年
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た

「
買
似
道
の
公
団
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

さ
き
に
一
言
し
た
よ
う
に
、

江
准
財
賦
府
所
管
回
土
に
は

に
相
嘗
し
よ
う
。
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「
買
似
道
の
地
土
」
が
含
ま
れ
て
お

と
な
れ
ば
こ
れ
は
浪
官
回
で
あ
ろ
う
。
買
似

道
が
政
策
と
し
て
行
な
っ
た
公
団
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
レ
か
。
も
し
も
宋
末
公
田
そ
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、
有
司
所
管
分
に
入
っ
て
い
る

り
、
こ
れ
が
『
安
雅
堂
集
』
に
い
う

「
大
臣
の
嘗
て
籍
し
て
入
る
る
も
の
」

は
ず
で
あ
る
。
統
計
的
に
も
宋
末
公
田
の
面
積
は
、
丹
陽
・
金
壇
雨
豚
に
つ
い
て
は
江
准
財
賦
府
所
管
国
土
面
積
を
超
え
る
か
ら
、
こ
こ
に
い

う
公
田
と
は
少
な
く
と
も
宋
末
公
田
の
す
べ
て
で
は
あ
り
え
な
い
。
買
似
道
が
公
団
創
設
の
際
に
供
出
し
た
田
土
が
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
レ

が
、
こ
こ
は
官
田
と
い
う
の
に
同
じ
な
の
で
は
な
い
か
。
松
江
府
の
場
合
に
、
王
艮
が
議
案
中
に
朱
清
・
張
首
一の
技
官
田
土
に
つ
い
て
「
官
回

の
私
租
糧
額
も
亦
た
重
し
」
と
い
う
の
と
同
様
の
こ
と
を
表
現
し
て
レ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
行
大
司
農
司
が
強
制
耕
作
さ
せ

た
公
団
の
方
も
疑
問
が
で
て
こ
よ
う
が
、
し
か
し
行
大
司
農
司
が
官
田
一
般
に
つ
い
て
措
置
し
た
と
し
て
も
、
こ
と
金
壇
鯨
に
お

い
て
は
事
貫

上
宋
末
の
公
田
が
そ
の
封
象
と
し
て
大
き
な
部
分
を
占
め
た
こ
と
は
疑
い
を
レ
れ
ま
い
。

49 

金
壇
瓢
は
嘗
燃
の
公
回
の
貫
情
を
訴
え
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
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且
以
金
壇
一
豚
公
団
言
之
、
亡
宋
元
貰
戸
、
止
二
百
除
家
、
抱
佃
輪
納
、

蹄
附
以
来
、

各
家
消
乏
逃
亡
、

累
及
官
府
。

大
徳
辛
丑
・
乙

巳
、
雨
蒙
本
路
弁
憲
司
、
鰻
知
其
害
、
申
奉
省
割
、
委
官
挨
問
撒
佃
、
計
一
高
五
千
飴
戸
、
皆
係
農
田
細
民
、
本
自
貧
察
。

宋
代
の
公
田
で
は
、
二
百
除
戸
が
高
額
公
回
の
租
米
を
と
り
ま
と
め
て
納
め
て
い
た
が
、
元
代
に
入
っ
て
彼
ら
は
浪
落
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ

で
は
路
な
り
鯨
な
り
が
租
米
を
代
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
大
徳
五
年
・
九
年
の
雨
次
に
わ
た

っ
て
、
と
り
し
ら
ベ
の
う
え
、
撒
佃
と

て
一
寓
五
千
繰
戸
に
わ
り
あ
て
て
小
作
さ
せ
た
。
彼
ら
は
皆
貧
乏
な
小
農
民
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
貧
窮
の
買
情
を
訴
え
る
部
分
が
つ
づ
く
。

又
作
公
回
、
初
非
見
其
有
利
、
情
願
詰
佃
開
耕
、
官
司
因
租
糧
無
所
蹄
著
、
挨
究
得
此
人
或
見
種
其
田
、
或
元
種
其
田
、
或
曾
受
其
田
、

或
瓜
ハ貰
其
回
、
勾
遁
到
官
、
置
局
監
禁
、
日
夜
拷
打
、
逼
勤
承
認
畝
納
五
斗
之
上
、
及
至
秩
成
、
催
租
勾
擾
、
赴
倉
迭
納
。
又
有
船
脚
・

加
耗
・
倉
用
、
得
米
一
石
上
下
、
方
可
輪
納
正
米
五
斗
。

し
か
も
公
田
を
耕
作
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
も
、
農
民
が
耕
作
の
利
を
め
あ
て
に
願
い
で
て
請
佃
耕
作
し
た
の
で
は
な
・
く
、
強
権
に
よ

っ
て
耕
作
納
税
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

役
所
で
は
税
糧
負
捻
の
も
っ
て
い
き
ど
こ
ろ
が
な
い
た
め
に
強
匪
的
手
段
に
う
っ
た
え
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た
。
そ
の
土
地
に
何
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
も
の
、
例
え
ば
現
に
耕
作
し
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
以
前
耕
作
し
て
い
た
と
か
、
あ
る
レ
は
以

@
 

前
寄
託
を
う
け
て
納
税
し
た
こ
と
が
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
土
地
を
質
入
れ
し
た
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
た
ち
を
つ
き
と
め
て
、
拘
引
し

日
夜
拷
聞
を
加
え
て
、
む
り
や
り
に
一
畝
首
り
五
斗
以
上
を
納
め
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
た
。
と
り
い
れ
の
時
期
に
な
る
と
、
官
吏

が
税
を
納
め
ろ
と
う
る
さ
く
督
促
し
て
ま
わ
る
。
お
ま
け
に
一
畝
嘗
り
五
斗
納
め
て
も
、
納
め
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
船
脚
・
加
耗
・
倉
用

て陸皿耕一一山し、

な
ど
の
附
加
税
米
が
あ

っ
て
、
こ
れ
を
含
め
る
と
一
畝
首
り
一
石
ば
か
り
、
こ
れ
で
や
っ
と
正
米
五
斗
を
納
め
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ

っ
た。

さ
て
こ
の
一
段
は
い
つ
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
元
朝
の
支
配
下
に
入
っ
た
直
後
と
す
る
と
、
さ
き
の
寛
や
か
な
措
置
と
相
い
反
す
る

こ
と
に
な
る
。
農
民
に
劃
す
る
と
り
し
ら
ベ
と
闘
連
さ
せ
れ
ば
さ
き
の
大
徳
五
年
・
九
年
と
す
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
が
、
私
は
耕
作
納
税

が
強
制
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
に
先
行
す
る
行
大
司
農
司
・
動
農
皆
目
司
の
強
硬
な
措
置
を
指
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。
鎮
江
路

に
お
い
て
た
し
か
に
括
勘
と
い
わ
れ
て
延
拡
の
組
理
加
の
よ
う
な
統
計
が
作
成
さ
れ
た
と
の
史
料
は
な
い
が
、
宋
末
公
団
の
元
代
へ
の
縫
承
に



行
大
司
農
司
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
藤
野
民
が
引
用
さ
れ
た
『
正
徳
姑
蘇
士
山
』
巻
四
一
の
「
高
仁
俸
」
に

よ
れ
ば
、
「
延
一
耐
の
経
理
の
際
に
、
丹
、
陽
・
金
壇
雨
鯨
の
公
田
の
虚
額
七
千
(
石
)
を
除
い
た
」
と
い
う
。
鎖
江
路
の
虚
額
は
、
至
元
・
大
徳

の
聞
に
税
糧
負
携
を
強
制
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
前
掲
の
『
至
順
鎖
江
志
』
の
諸
統
計
の
数
字
は
虚
額

七
千
を
除
い
た
の
ち
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
考
え
る
な
ら
ば
、
経
理
前
夜
の
皇
慶
二
年
の
文
書
を
本
志
に
牧
録
し
て
い
る
こ
と
自
瞳
が
、
経

理
を
許
慣
す
る
立
場
に
た
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
『
呉
正
停
文
集
』
巻
一
九
の
「
郷
校
堂
試
策
問
」
に
失
の
よ
う
に
い
う
。

富
者
蓋
仰
宋
公
団
之
蓄
、
輪
納
之
重
、
民
所
不
堪
。
議
者
非
不
知
其
害
、
以
矯
歳
久
額
定
、
欲
減
無
由
言
之
、
未
必
聴
也
。

公
団
の
重
租
が
繕
承
さ
れ
た
こ
と
の
不
都
合
を
人
は
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
よ
う
，
も
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
何
年
も
程

っ
て
し
ま
っ
た
今
と
な
っ
て
は
額
が
定
ま
っ
て
し
ま
い
、
減
じ
よ
う
に
も
言
っ
て
い
き
ょ
う
が
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
聴
き
と
ど
け
ら
れ
る
は

ず
も
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
献
況
に
ど
う
劉
慮
し
た
ら
よ
い
か
と
問
う
の
が
試
験
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
悲
観
す
べ
き
献
況
に
お
ち
い
っ
た

と
い
う
の
も
、
固
定
し
た
徴
税
瞳
制
が
確
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
徴
税
瞳
制
は
何
か
と
い
う
に
、
「
額
定
ま
り
」
と
み
え
る
よ
う
に
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額
管
税
糧
の
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
雨
税
法
に
お
け
る
定
額
徴
牧
制
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
括
勘
が
、
あ
る
い
は
定
額
徴
牧
制
が
南
中
閣
に

康
範
に
質
施
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
そ
の
後
元
末
ま
で
南
中
園
か
ら
の
海
運
に
よ
る
糧
食
補
給
が
、
園
家
睦
制
を
維
持
す
る
上
に

重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
こ
之
を
考
え
る
と
き
、
元
朝
が
宋
代
の
雨
税
法
を
継
承
し
た
こ
と
に
つ
い
て
積
極
的
な
意
味
を
見
い
だ
し
た
い
。

雨
税
法
下
に
お
け
る
均
税
の
理
念
は
全
人
民
の
公
卒
な
税
負
捨
を
意
味
せ
ず
、
そ
の
貫
績
主
義
の
た
め
に
負
措
の
重
い
地
方
は
な
か
な
か
税
が
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軽
減
さ
れ
な
い
。
元
朝
が
江
南
の
一
部
地
域
に
重
税
を
課
す
る
の
に
成
功
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
雨
税
法
の
寄
興
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ

た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
初
期
元
朝
政
府
は
買
似
道
の
創
設
し
た
公
田
を
最
大
限
に
利
用
し
て
園
家
の
財
政
基
盤
の
確
立
を
は
か
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

か
つ
て
一
度
は
搾
取
瞳
制
の
存
在
し
た
土
地
か
ら
取

る
の
が
近
道
で
あ
る
。
松
江
府
や
鎖
江
路
の
公
団
耕
作
者
は
、
宋
元
の
王
朝
交
替
に
よ
っ
て
最
終
的
に
何
ら
の
思
恵
も
こ
う
む
ら
な
か
っ
た
。

園
家
は
ま
ず
取
り
や
す
い
と
こ
ろ
か
ら
取
ろ
う
と
す
る
。

そ
れ
に
は
、
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『
正
徳
松
江
府
志
』

「
加
ふ
る
に
亡
宋
公
国
の
重
額
の
租
を
以
て
す
」
(
各
六
・
王
艮
の
議
案
)
と
か

「重
ぬ
る
に
宋
季
公
田
の
虚
数
を
以
て

す
」
(
ハ
一
日
三
三
・
官
績
上
・
劉
輝
仰
)
な
ど
と
い
う
の
は
、
宋
末
の
公
旧
法
、が
決
し
て
途
絶
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
二

推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
宋
末
に
公
団
で
は
な
く
し
て
一
般
の
官
回
で
あ

っ
た
も
の
も
、
元
代
に
な
っ

て
公
問
な一
人
の
重
組
を
割
り
嘗
て
ら
れ
る

と
い
う
よ
う
な
事
態
も
あ
り
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
公
団
と
官
田
と
を
峻
別
す
る
必
要
も
な
く
、
公
田
イ

コ
ー
ル
官

固
と
し
て
そ
の
言
葉
が
混
用
さ
れ
る
の
も
無
理
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
宋
末
公
田
は
い
わ
ば
政
府
に
と
っ
て
最
も
搾
取
し
や
す
い
土
地
で
あ
っ

た
。
創
設
さ
れ
て
間
も
な
か
っ
た
か
ら
、
勢
力
家
の
浸
透
を
あ
る
程
度
排
除
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
の
欣
態
が
固
定
的
に
綴

レ
た
と
は
私
に
は
考
え
に
く
い
。
い
か
な
る
官
固
に
も
代
納
の
機
舎
を
利
し
て
土
地
の
権
利
を
ね
ら
う
勢
力
家
が
介
入
す
る
可
能
性
は
あ
っ
た

さ
き
の
『
臭
正
傍
文
集
』
の
「
富
者
」
と
は
そ
の
よ
う
な
中
間
居
の
存
在
を
示
唆
す
る
。
政
府
に
と
っ
て
は
、

農

と
考
え
た
い
か
ら
で
あ
る
。

民
が
貧
困
で
税
糧
を
徴
政
で
き
な
い
の
で
は
困
る
。
し
た
が

っ
て
勢
力
家
な
ど
の
中
間
搾
取
者
の
存
在
も
一
慨
に
否
定
せ
、ず
、
こ
れ
と
妥
協
し
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て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。

『
元
典
章
』

『
通
制
保
格
』
の
中
に
桑
寄
の
時
期
に
、
官
吏
や
坊
里
正
・
主
首
な
ど
の
勢
力
家
が
税
糧

い
わ
ゆ
る
結
国
(
後
世
の
包
撹
)
が
横
行
し
た
と
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
他
の
時
期
に
結
撹
が
な

を
紗
な
ど
で
一
括
し
て
納
入
し
て
し
ま
う
、

か
っ
た
と
は
い
え
ま
い
が
、
至
元
二
十
八
年
の
『
至
元
新
格
』
や
科
税
候
萱
に
、
結
撹
・
撹
納
の
禁
止
の
規
定
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
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と
、
さ
き
に
括
勘
に
つ
レ
て
み
た
よ
う
な
桑
野
の
時
期
に
お
け
る
政
府
と
勢
力
家
の
結
び
つ
き
を
う
ら
が
き
す
る
よ
う
で
あ
る
。

む

す

び

本
稿
は
さ
し
あ
た
り
、

ウ
イ
グ
ル
人
の
財
務
長
官
桑
寄
専
権
の
時
期
を
中
心
と
す
る
江
南
に
射
し
て
の
政
策
史
を
意
固
し
た
も
の
で
あ
る
。

彼
は
江
南
に
射
し
て
大
規
模
で
強
力
な
徴
税
睦
制
を
し
こ
う
と
し
た
。
行
中
書
省
を
行
向
書
省
に
改
め
て
根
擦
と
す
る
向
書
省
に
直
結
し
、
こ

の
行
省
の
権
限
を
強
化
し
て
腹
心
の
も
の
を
特
汲
し
、
行
省
を
単
位
と
し
て
理
算
を
行
な
っ
た
。
理
算
の
監
督
の
た
め
に
新
た
に
徴
理
司
を
設

立
し
た
。
江
南
占
領
以
来
の
未
徴
銭
糧
を
徴
放
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
無
理
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
徴
税
請
負
人
た



る
理
算
官
の
巌
し
い
曾
計
検
査
の
た
め
に
、
江
南
で
は
被
害
者
が
績
出
し
て
相
嘗
の
混
飽
も
お
こ
り
、
南
方
の
反
範
も
頻
々
と
生
じ
て
政
情
は

安
定
し
な
か
っ
た
。
理
算
の
封
象
の
ひ
と
つ
で
あ
る
税
糧
を
徴
牧
す
る
た
め
に
は
、
新
設
の
行
大
司
農
司
・
勤
農
営
団
司
が
大
き
な
役
割
を
演

じ
た
。
こ
の
役
所
は
括
勘
の
貫
施
を
監
督
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
方
針
と
し
て
税
糧
の
確
保
に
主
眼
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
勢

力
家
の
乗
弁
獄
況
に
介
入
し
て
こ
れ
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勧
農
と
い
っ
て
も
皐
な
る
農
業
奨
馳
で
は
あ
り
あ
え
ず
、
動
課
す
な
わ
ち
税

糧
を
滞
納
さ
せ
な
い
こ
と
に
目
的
が
あ
る
。
そ
こ
で
動
農
と
密
接
な
祉
制
と
関
連
さ
せ
て
、
桑
寄
の
時
期
に
は
社
長
が
大
き
な
働
き
を
し
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
括
勘
と
は
結
局
、
各
路
府
が
ひ
き
う
け
る
額
管
税
糧
を
決
定
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
、
そ
の
際
地
方
官
に
は
靖
国

す
な
わ
ち
増
糧
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
虚
糧
も
生
じ
た
。
こ
の
期
に
お
い
て
は
本
格
的
な
田
土
の
丈
量
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
と

み
ら
れ
る
。
路
府
は
州
鯨
に
、
州
鯨
は
里
正
・
主
首
あ
る
い
は
社
長
に
そ
の
責
任
を
分
散
す
る
。
だ
か
ら
納
む
べ
き
税
糧
が
不
足
し
た
と
き
に

は
、
役
戸
に
責
任
が
問
わ
れ
、

ひ
い
て
は
路
府
州
豚
が
責
任
を
と
っ
て
う
め
あ
わ
せ
(
掲
閉
)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
括
勘
は
こ
の
シ

ス
テ
ム
を
つ
く
っ
た
と
い
う
意
味
で
重
要
で
あ
る
。
つ
い
で
額
管
税
糧
の
根
幹
を
な
す
官
回
の
問
題
に
論
及
し
た
。
宋
末
に
買
似
道
が
創
設
し
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た
公
団
は
元
代
に
継
承
さ
れ
た
。
銀
江
路
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
宋
末
公
団
の
税
糧
額
は
元
代
に
は
有
司
所
管
の
額
管
税
糧
の
中
に
継
承

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
公
回
の
土
地
そ
の
も
の
も
元
代
に
は
行
大
司
農
司
な
ど
の
詮
議
を
通
じ
て
官
田
と
し
て
編
成
さ
れ
た

が
、
官
田
税
糧
徴
牧
の
シ
ス
テ
ム
を
も
元
朝
は
縫
承
し
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
定
額
徴
牧
制
は
結
局
、
雨
税
法
鐙
系
の

中
に
あ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
元
朝
が
江
南
に
お
い
て
両
税
法
を
纏
承
し
て
賓
施
し
た
こ
と
に
積
極
的
な
意
味
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
。

桑
寄
は
あ
ら
ゆ
る
階
層
か
ら
の
抵
抗
に
あ
い
、
失
脚
し
て
訣
殺
さ
れ
た
。

か
な
り
飽
暴
で
強
座
的
な
方
法
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
江
南
か

ら
財
源
を
確
保
し
て
元
朝
の
園
家
的
支
配
を
確
買
に
し
た
の
は
、
ま
さ
に
彼
の
力
で
あ
っ
た
。

し
か
も
桑
寄
失
脚
後
の
臨
制
に
よ
っ
て
、
桑
寄

の
遺
産
は
ひ
き
つ
が
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
や
や
強
盤
的
な
側
面
は
影
を
ひ
そ
め
、
い
く
ら
か
の
中
園
知
識
人
に
は
活
躍
の
場
が
興
え
ら

れ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ
が
、
至
元
二
十
八
年
元
代
最
初
の
法
典
『
至
元
新
格
』
の
制
定
で
あ
ろ
う
。
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は
じ
め
に
ふ
れ
た
江
南
支
配
の
強
弱
に
つ
い
て
こ
こ
で
一
義
的
に
論
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
江
南
全
世
と
し
て
支
配
が
浸
透
し
た
か



雨
蹟
・
一
幅
建
な
ど
の
地
方
に
は
正
官
が
お
か
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
(
『
至
元
新
格
』
選
格
の
一

保
)、

い
う
地
方
は
元
朝
政
府
と
し
て
ぽ
反
乱
が
起
き
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
少
な
け
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
レ
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
、

こ

れ
は
た
し
か
に
支
配
の
弱
い
側
面
で
あ
る
コ
か
と
レ
っ
て
、
桑
一骨
の
時
期
に
は
揚
子
江
下
流
域
に
劃
す
る
積
極
政
策
も
あ
り
、
そ
の
結
果
農
民

が
重
税
に
苦
し
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
支
配
の
強
い
側
面
と
し
て
や
は
り
み
の
が
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
元
朝
の
中
国
へ
の
支
配
健
制

を
究
明
す
る
う
え
で
、
み
す
ご
す
こ
と
の
で
き
な
レ
の
が
勢
力
家
の
存
在
で
あ
る
。
桑
寄
は
勢
力
家
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
園

家
嘘
制
の
確
立
を
め
ざ
し
た
。
園
家
の
頂
貼
と
小
農
民
の
中
間
に
、

下
級
の
政
府
機
関
や
土
着
勢
力
の
中
間
居
を
設
定
す
る
巧
妙
な
支
配
鎧
制

一
見
モ
ン
ゴ
ル
人
・
ウ
イ
グ
ル
人
と
中
園
人
と
の
蔦
藤
と
し
て
元
朝
に
特
有
と
み
え
る
相
が
、
案
外
、
宋
以
後
の
園
家
的
支
配
の
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と
い
え
ば
そ
う
も
い
え
な
い
。

で
あ
っ
た
。

う

特
質
を
解
明
す
る
ヒ
ン
ト
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
意
味
で
徴
税
機
構
の
中
で
果
た
す
勢
力
家
の
役
割
|
|
陪
閉
、
結
撹
な
ど
ー
ー
が
注

目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

註①
安
部
健
夫
コ
冗
時
代
の
包
銀
制
の
考
究
」
(
『
東
方
謬
報
』
京
都
第
二
四

冊
-
一
九
五
四
年
・
所
枚
、

『
一
万
代
史
の
研
究
』

一
九
七
二
年
・
所
収
)

②
愛
宕
松
男
「
元
の
中
閣
支
配
と
漢
民
族
佐
倉
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴

史
』
九
・
一
九
七

O
年
・
所
枚
〉

③
有
高
出
版
「
元
代
の
農
民
生
活
に
つ
い
て
」
(
『
桑
原
縛
士
還
暦
記
今
年
東
洋

史
論
叢
』
一
九
三
五
年
・
所
牧
)
、
天
野
元
之
助
「
元
代
の
農
業
と
そ
の

枇
曾
構
造
」
〈
『
人
文
研
究
』
第
一
一
一
一
容
第
七
披
・
一
九
六
二
年
・
所
収
)

@
拙
稿
「
致
輯
『
至
元
新
格
』
並
び
に
解
説
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
一

O

出
句
第
四
腕

・
一
九
七
二
年
・
所
収
〉

@

『
新
元
史
』
容
二
二
三
・
桑
寄
待
、
ド
l
ソ
ン

庫
版
・
下
谷
・
一
九
三
八
年
)
第
三
編
第
三
章
。

『
蒙
士
口
史
』
(
岩
波
文
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『
元
史
』
各
二
ハ

・世
組
紀

・
至
元
二
十
八
年
五
月
辛
亥
の
傑
に
、
恐

昌
宣
慰
使
に
抜
題
さ
れ
た
桑
可
一
円
の
弟
「
北
口
出
川
刺
苔
思
」
の
名
が
み
え
て
お

り
、
ま
た
『
元
史
』
各
一
三
四
に
は
、
桑
官
可
が
翰
林
皐
土
に
推
薦
し
た
ウ

イ
グ
ル
人
の
「
迦
魯
納
苔
思
」
な
る
人
物
の
列
停
が
あ
る
。
そ
の
名
前

の
語
尾
が
共
通
す
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
桑
沼
町
の
弟
も
ウ
イ
グ
ル
人
で
あ

り
、
そ
う
な
れ
ば
桑
寄
自
身
も
ウ
イ
グ
ル
人
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ

れ
る
。

⑥
桑
専
の
略
侍
に
つ
い
て
は
、
野
上
俊
静
「
桑
寄
と
楊
埴
良
伽
l

|
元
代

宗
教
史
の

一
面

l
l」
(
『
大
谷
大
察
研
究
年
報
』
一

一
・
一
九
五
九
年
・

所
牧
)
参
照
。

⑦
例
え
ば
、
越
翼
『
廿
二
史
割
記
』
轡
三

O
「
元
世
租
晴
利
回
調
武
」



③
拙
稿
コ
克
代
江
南
の
豪
民
朱
清
・
張
還
に
つ
い
て
ー
ー
そ
の
訣
殺
と
財

産
官
複
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
七
省
第
三
貌
・
一
九

六
八
年
・
所
枚
〉

⑨
理
算
(
曾
計
検
査
)
を
ふ
く
め
て
世
租
時
代
の
財
政
に
つ
い
て
は
、
鴛

淵
一
氏
が
「
蒙
古
の
統
ご
〈
『東
洋
文
化
史
大
系
』
宋
元
時
代
・
一
九
三

八
年
・
所
牧
)
に
お
い
て
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
。

⑬
『
元
典
章
』
一
一
一
「
考
計
牧
支
銭
物
」
の
傑
に
い
う
。

至
元
二
十
二
年
、
湖
底
等
慮
行
省
契
勘
、
:
:
:
今
准
中
書
省
谷
、
照

勘
到
本
省
所
轄
去
慮
、
捜
造
到
至
元
十
九
年
銭
糧
文
冊
、
種
例
不

て
請
依
腹
裏
、
一
種
照
勘
、
通
行
造
備
容
来
。

⑪
『
元
史
』
巻
一
五
・
世
組
紀
・
至
元
二
十
五
年
九
月
葵
卯
の
篠
に
い

久
ノ
。
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向
室
田
省
匡
一
=
一
口
、
「
自
立
向
書
省
、
凡
倉
庫
諸
司
、
無
不
鈎
考
。
宜
置

徴
理
司
、
秩
正
三
口
問
、
専
治
合
追
財
穀
、
以
甘
粛
等
庭
行
向
書
省
参

政
禿
烈
羊
阿
・
策
省
奥
誠
、
並
箆
徴
理
使
。
」
従
之
。

ま
た
『
元
史
』
省
二

O
五
・
桑
寄
停
に
い
う
。

自
立
向
書
省
、
凡
倉
庫
諸
司
、
無
不
鈎
考
。
先
摘
委
六
部
官
、
復
以

矯
不
専
、
乃
置
徴
理
司
、
以
治
財
穀
之
笛
追
者
。
時
桑
豆
町
以
理
算
局

事
、
一
電
分
綾
析
。
入
倉
庫
者
、
無
不
破
産
、
及
嘗
更
代
人
、
皆
棄
家

而
避
之
。

⑫
引
用
の
文
章
の
前
に
、
「
延
耐
二
年
十
月
、
中
書
省
照
得
」
と
あ
る
か

ら
、
奏
准
の
主
趨
は
中
書
省
と
み
ら
れ
る
。

⑬
『
元
史
』
倉
一
五
・
世
租
紀
・
至
元
二
十
五
年
十
月
庚
申
の
僚
に
い

h
円
ノ

従
桑
瓦
町
請
、
以
省
・
院
・
整
官
十
二
人
、
理
算
江
准
・
江
西
・
踊

建
・
四
川
・
甘
粛
・
安
西
六
省
銭
穀
、
給
兵
使
以
矯
街
。

ま
た
ヨ
苅
史
』
巻
二

O
五
・
桑
豆
町
侍
に
い
う
。

十
月
、
桑
寄
奏
、
「
湖
底
行
省
銭
穀
、
己
責
卒
章
受
束
木
、
自
首
償

失
。
外
省
欺
盗
必
多
。
乞
以
参
政
折
都
・
戸
部
向
書
王

E
務
・
参
議

向
書
省
事
阿
散
・
山
東
(
東
)
西
道
提
刑
按
察
使
何
祭
租
・
札
魯
忽

赤
禿
忽
魯
・
泉
府
司
卿
李
佑
・
奉
御
士
口
丁
・
監
察
御
史
戎
盆
・
余
極

密
院
事
雀
該
・
向
書
省
断
事
官
燕
国
民
・
刑
部
向
書
安
一
路
・
監
察
御
史

伯
顔
等
十
二
人
、
理
算
江
准
・
江
西
・
一
隅
建
・
四
川
・
甘
粛
・
安
西

六
省
、
毎
省
各
二
人
、
特
給
印
章
奥
之
。
省
部
官
銃
去
、
事
不
可

援
、
擬
選
人
魚
代
、
聴
食
元
俸
。
理
算
之
問
、
宜
給
兵
以
備
使
令
、

旦
以
震
街
。
」
世
租
皆
従
之
。

十
二
人
の
理
算
官
の
名
は
す
べ
て
明
ら
か
に
な
る
。
理
算
官
と
任
地
の

順
序
が
針
臨
服
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
閥
係
は
左
の
よ
う
に
な
る
。

江
准
行
省
折
都
・
王

E
済

江
西
行
省
阿
散
・
何
策
担

福
建
行
省
禿
忽
魯
・
李
佑

四
川
行
省
士
口
丁
・
戎
盆

甘
粛
行
省
雀
議
・
燕
員

安
西
行
省
安
一
茄
・
伯
頚

析
都
は
江
准
行
省
参
知
政
事
に
任
じ
て
お
り
、
王
巨
梼
は
江
准
行
省
で
理

算
に
あ
た
っ
て
い
た
(
『
元
史
』
倉
一
五
・
世
租
紀
・
至
元
二
十
六
年
四

月
甲
良
の
篠
)
。
雀
瑛
は
甘
粛
行
省
右
丞
に
任
じ
て
い
た
(
『
元
史
』
容
一

七
三
・
崖
議
侍
)
。
江
准
・
江
西
・
繭
建
・
甘
粛
・
安
西
の
各
行
省
に
お

い
て
、
色
白
人
と
中
国
人
が
ベ
ア
に
な
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

⑬

『

元

史
』
倉
一
五
・
世
租
紀
・
至
元
二
十
六
年
六
月
辛
巳
の
僚
に
い
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う

認
、
選
向
h
d
省
断
事
JU禿
列
…
羊
阿
、
理
算
雲
南
。

禿
川
…
羊
阿
は
初
代
徴
浬
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

⑮

『

一光
史
』
谷
ご
ニ
・
世
租
紀
・
至
元
二
十
二
年
九
月
乙
亥
の
怖
に
レ

o
 

h
円
ノ

中
井
省
以
江
北
稿
成
課
程
・
銭
組
、
聴
杭

-m二
行
省
節
制
、
道
途

迂
選
、
諸
改
技
中

3
0
従」/一
。

@

「

知

非
堂
外
稿
」
(
『
知
非
堂
集
」
所
収
)
白
骨
四
の
程
文
潟
の
行
欣
に
い

P
円ノ。

11J; 

臣
絡
以
肉
、
汁
什
H
H
之
政
、
引
行
行
・
ノ~
仙
川
、
出
一
ハ
利
之
行
、
行
州
民

之
典
、
於
関
向
日
川
氏
。

『
迫
困
問
主
忠
菅
谷
四
二
の
陳
忠
誠
阿
の
一
脚
道
碑
に
い
う
。

桑
寄
用
事
、
奏
請
ハ
凶
行
即
日
的
品
川
、
賞
以
加
黙
認
同
時
虐
側
、
民
空
其
家

。γi
n

F

6

則
、
往
往
妥
子
以
後
川
辰
川
、
有
不
忍
一一百
者
。
中
(
向
〉
山
知
右
(
左
)

vm叫川都
・
術
省
認
畑
忙
叫
叶
以
、

世帯
行
尤
力
。

『
元
叱
』
谷

一
七
三
・
業
十九十仰に

い
う
。

立
行
司
氏
司

・
木
綿
提
山
市
司
、
噌

mm油
断
税
謀
、
官
民
皆
受
其
制
、

尤
可
一
州
者
、
要
束
木
一
刷
湖
民
、
沙
不
丁
禍
江
准
、
減
点
只
里
綱
一
耐
建
。

リ人
大
的
考
内
山
川
、
民
山地U
而
盗
単
位
、
天
怒
而
地
震
、
水
災
前
至
。

『
元
史
』
谷
一

六一一了

烏
古
孫
出
侍
に
い
う
。

(
至
元
)
二
十
六
年
、
来
一
柑
桑
司
建
訟
考
校
時
代
位
、
天
下
騒
動
u

潔

民
日
、

「
民
不
堪
命
会
。」
印
白
土
計
行
省

u

市
文
京
木
怒
日
、

「
都
閣

時
叫
刷
、
無
不
崎
茨
、
永
州
何
倍
同
郷
不
然
。
此
直
孫
府
刻
、
筒
其
才
勝

俊
我
。

蛮
拘
繁
之
、
非
死
不
潤
也
。」
明
年
、
桑
帯
敗
、
要
束
木
伏

妹
、
潮
岬
始
得
制
押
。

d旨@ 

ま
た
『
元
史
』
悠
一
六
八
・
陳
天
一
昨
仰
に
い
う
。

(
至
元
二
十
三
年
)
六
月
、
命
理
算
湖
北
湖
南
行
省
銭
糧
。
天
一
昨
至

郡
川
、
即
上
疏
劾
卒
車
岳
束
木
兇
暴
不
法
。
時
桑
寄
稿
図
柄
、
興
岳

茨
木
姻
終
、
然
出
ハ
爪
牙
初
刊
朝
典
、

認
天
鮮
以
卵
、
欲
致
之
死
、
繋
獄
幾

四
百
目
。
二
十
五
年
春
正
月
、
遇
政
側
同
様
。

③
『
元
史
』
包
一
五

・
世
組
紀
・
至
元
二
十
六
年
九
月
丙
申
の
阪
に
い

久
ノ
。

江
准
省
卒
章
沙
不
丁
言
、
「
提
調
銭
穀
、
積
怨
於
衆
、
乞
如
要
束
木

例
、
援
成
兵
三
百
人
尽
術
。L

川氏之
。

。

『

一冗ー史
』
岱
一
四
・
世
組
紀
・
不
元
一
一
十
一
二
年
四
月
己
未
の

仰
に
い

A
ノ
。

遣
要
束
木
勾
考
別
湖
行
省
銭
殺
。
中
諮
探
要
束
木
卒
章
政
事
、
院
院

忽
参
知
政
事
。
有
旨
、

「
要
来
木
小
人
、
事
股
方
五
年
、
校

一
一概算

宵
足
失
。
院
院
忽
人
奴
之
奴
、
令
史
宣
使
才
也
。
拘
叫
卿
等
所
進
媛
、

令
人
恥
之
。
其
以
朕
意
稔
安
蛍
。」

②
『
元
典
掌
』一

一
一
「
百
姓
抱
欠
銭
組
妨
候
」
の
係
。
上
奏
の
日
付
は
、

子
元
二
十
四
年
五
月
十
二
日
で
あ
る
。

@
『
一
冗
典
章
』
新
年
山
人
部
つ
封
官
は
領
官
川
町
調
銭
円
刊
訂
作
」
の
版
。
向
苦

省
か
ら
の
自
を
准
け
た
の
ち
、
江
西
行
省
は
各
路
に
指
令
を
資
し
た
。

支
州
路
が
江
西
行
省
の
割
付
を
奉
じ
た
の
は
、
至
元
二
十
四
年
六
月
で
あ

る
ν

本
代
怖
が
前
日
仰
の
『
元
典
章
』
の
一
政
と
関
連
す
る
と
判
断
し
た
の
は

内
容
の
閥
連
と
と
も
に
、
日
付
の
近
桜
が
参
考
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

@
桑
寄
の
時
期
に
路
の
終
答
固
い
か
旋
澗
銭
侃
官
と
い
わ
れ
て
い
る
例
が
『
元

瓜ハ掌』

四
七
「
路
官
借
使
{
目
物
」
の
僚
に
み
え
る
。
按
祭
司
念
事
に
不
正

を
摘
設
さ
れ
た
の
は
、
臨
江
路
提
調
銭
極
官
総
管
の
挑
文
龍
で
あ
る
。
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③
こ
の
報
告
は
は
じ
め
相
笛
に
細
か
い
数
字
ま
で
要
求
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
『
遇
制
傑
格
』
単
位
一
四
「
銭
糧
去
零
」
の
僚
に
い
う
。

至
元
二
十
五
年
九
月
、
向
書
省
江
西
行
省
姿
、
迫
理
排
年
抱
欠
糧

剤
、
及
毎
歳
打
算
各
路
所
申
、
倶
有
積
算
合
勺
抄
撮
零
数
、
委
是
素

煩
。
今
及
打
算
収
支
糧
剤
、
若
至
伍
勺
以
上
、
牧
作
萱
合
、
伍
勺
以

下
、
倒
去
、
似
篤
省
使
。

⑧
『
圭
粛
文
集
』
各
九
の
越
孟
煩
の
一
脚
道
碑
に
い
う
。

時
桑
豆
町
遺
析
都
・
王
済
等
、
理
算
天
下
銭
糧
、
己
徴
数
百
菌
、
未
徴

猶
数
千
蔵
、
名
目
理
算
、
其
貫
暴
数
無
翠
、
州
豚
置
獄
株
迷
、
故
家

破
産
十
九
。
逃
亡
入
山
、
吏
護
丘
(
蒐
捕
、
因
相
挺
(
挺
)
拒
命
、
雨

河
間
盗
有
衆
数
認
。

さ
き
の
註
⑫
の
『
道
国
民
干
士
口
録
』
に
「
貫
以
無
義
慰
虐
腐
」
と
あ
る
の
も

問
機
の
意
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
紫
山
大
全
集
』
倉
一
五
の
揚
珠
台
の
神
道

碑
に
い
う
。

(
至
元
)
二
十
七
年
、
姦
臣
横
暴
、
分
遣
窓
議
、
禍
奇
天
下
、
以
追

徴
遁
欠
局
名
、
所
至
凶
幾
百
至
、
雄
唐
漢
批
判
吏
之
不
局
者
、
壷
其
毒

抽
出
、
死
者
相
望
。
所
在
有
司
、
股
傑
扉
息
、
而
不
敢
言
、
亦
反
有
助

恵
盛
岡
姦
、
以
肥
其
家
者
。

『
元
史
』
容
一
一
一
一

0
・
阿
魯
海
薩
理
停
に
い
う
。

桑
耳
叫
奏
立
徴
理
司
、
理
天
下
通
欠
。
使
者
相
由
主
於
道
、
所
在
国
間
皆

浦
、
道
路
側
目
、
加
熱
敢
言
者
。

『
元
史
』
省
一
七
三
・
佳
成
停
に
い
う
。

街
命
以
南
、
理
算
積
久
治
賦
、
削
則
限
殿
念
、
育
卒
迅
速
、
宇
於
道

路
。
民
至
嫁
妻
賢
女
、
映
及
親
隣
。
維
場
・
銭
唐
(
塘
)
、
受
筈
最

惨
、
無
故
而
煩
其
生
、
五
百
徐
人
。

② 4言

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
の
記
事
が
『
元
史
』
倉
一
七
・
世
旭
紀
・
至
元
二
十
九

年
二
月
庚
辰
の
篠
に
も
あ
る
。
こ
の
地
方
で
の
理
算
の
苛
酷
な
こ
と
は
次

の
『
牧
奄
集
』
省
二
四
の
孫
穎
の
紳
道
碑
の
記
事
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

以
借
格
矯
丞
相
、
魚
肉
世
一
同
省
、
中
書
六
曹
、
悉
以
蹄
之
、
而
鈎
考
尤

酷
、
省
臣
而
下
或
杖
ロ
席
、
而
問
中
濁
抑
制
卒
、
未
嘗
若
祈
省
迫
人
予
死

者。

@
「
知
非
堂
外
稿
」
(
『
知
非
堂
集
』
所
枚
U

谷
四
の
稜
文
海
の
行
獄
。
同

様
の
趣
旨
の
史
料
は
多
い
が
、
『
圭
薦
文
集
』
倉
九
の
越
孟
頬
の
紳
道
碑

に
い
う
。(

阿
魯
海
)
撒
里
日
、
今
災
異
数
見
、
盗
賊
蜂
起
、
皆
桑
寄
家
紋
所

致。

@
『
元
史
』
本
紀
に
江
南
の
反
胤
を
記
録
す
る
の
に
そ
の
史
料
源
の
均
一

性
が
前
提
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
傾
向
を
う
か
が
う
に

足
る
と
考
え
る
。
『
元
史
』
本
紀
に
記
録
さ
れ
た
江
南
の
反
鋭
の
件
数
は
、

至
元
二
十
二
了
二
十
四
雨
年
に
は
各
一
件
、
二
十
五
・
二
十
六
隔
年
に
は

各
八
件
、
二
十
七
年
に
は
十
二
件
、
桑
膏
失
脚
の
二
十
八
年
に
は
一
件
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
底
範
固
に
行
動
し
た
董
賢
摩
や
鍾
明
売
の
反
乱

が
含
ま
れ
る
。
至
元
二
十
六
年
に
は
所
東
、
二
十
七
年
に
な
る
と
太
卒
州

な
ど
揚
子
江
に
近
い
地
域
の
反
鋭
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

⑧
『
僑
央
集
』
倉
一
二
の
岳
絃
の
行
欣
。

(
②
藤
野
彪
「
元
の
行
大
司
農
司
に
つ
い
て
|
|
世
租
朝
の
経
理
|
l
」

(『愛
媛
大
事
歴
史
皐
紀
要
』
第
一
輯
・
一
九
五
三
年
・
所
収
)

藤
野
氏
は
木
論
文
で
行
大
司
由
民
司
が
創
設
さ
れ
た
の
は
至
元
二
十
一
二
年
ー

で
あ
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
の
論
文
「
元
朝
の
経
理
」
(
『
愛

媛
大
事
歴
史
皐
紀
要
』
第
五
輯
・
一
九
五
七
年
・
所
枚
)
に
お
い
て
、
至
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元
二
十
四
年
巴
訂
正
さ
れ
た
な
お
稼
野
氏
が
苫
わ
れ
た
よ
う
に
、
行
大

司
段
司
は
そ
の
後
復
局
さ
れ
、
.
予
一元
三
十
年
か
ら
元
貞
元
年
ま
で
陽
州
路

に
孔
川
口
号
、九
た
、
と
こ

4

つで

〔五
順
照
江
ト
心
」
即
日
二
ニ
・
八
ム

aM
・
治
問
に

次
の
記
事
が
あ
る
か
、
鋲
江
路
の
行
大
司
良
司
は
鰐
州
路
の
そ

れ
と
ど
の

よ
う
な
側
係
に
あ
る
の
か
、
い
ま
の
と
ニ
ろ
成
案
を
も
た
な
い
。

行
大
司
由
民
司
、
至
元
二
十
四
年
置
、
以
今
府
治
局
之

3

元
貞
一
冗
年

鑑同。

③
藤
野
氏
は
こ
の
三
候
の
内
容
を
も
っ
て
括
助
そ
の
も
の
と
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
が、

私
は
こ

の
貼
に
い
さ
さ
か
臨
時
を
感
ず
る
。
こ
こ
か
ら
括
勘

の
具
穏
的
方
法
を
よ
み
と
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
三
仰
は、

至
元
二
十
六
年
に
駒
山
以
営
白
司
が
行
大
司
段
司
か
ら
の
指
令
を
う
け
た
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
直
接
に
は
括
勘
質
施
後
の
措
置
を
指
す
の
で
は
な

か
ら
う
か
。
括
勘
の
と
ら
え
方
の
相
違
と
も
閥
述
す
る
の
で
付
言
し
て
お

⑧
「
際
占
係
官
国
土
」
「
漏
報
自
己
田
土
」
「
回
多
詑
名
避
差
」
の
三
傑

の
罰
則
が
『
元
典
章
』

一
九
の
谷
頭
に
表
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
至
元
二
十
六
年
の
規
定
が
桑
寄
失
脚
後
も
前
例
と
し
て
生
き
つ
づ
け

て
い
る
こ
と
を
う
ら
が
き
す
る
。

③
『
元
史
』
倉
一
一
・
世
租
紀

・
至
元
十
七
年
十
二
月
丙
申
の
係
。

③
『
元
典
章
』
三
・
密
政
省
二
「
復
租
税
」
の
項
に
い
う
。

至
一克
二
十
年
月
日
、
欽
奉
問
主
旨
節
該
、
江
准
百
姓
生
受
、
歪
元

二
十
年
合
徴
租
税
、
以
十
分
箆
率
、
減
克
二
分。

同
じ
く
「
減
私
租
」
の
項
に
い
う
。

査
一冗
二
十
年
十
月
、
欽
車
中
認
書
内
一
款
節
該
、
至
元
二
十
年
合
該
租

税
、
十
分
中
、
減
副
知
二
分
。
所
減
米
糧
、
仰
地
主
、
却
於
佃
戸
慮
、

依
数
除
杭
問
、
無
得
牧
要
。

至
元
二
十
二
年
二
月
、
欽
奉
詔
帝
一
国
内

一
抗
、
江
南
有
地
土
之
家
、
召

募
佃
客
、
所
取
租
謀
、
重
於
公
税
数
倍
、
以
致
氏
民
政
食
品
作
甚

'rd

今
擬
将
田
主
所
取
佃
客
租
-謀
、
以
十
分
僑
卒
、
次
克
二
分
、

J

周
藤
土
口之

「
清
代
前
期
に
於
け
る
佃
戸
の
田
租
減
泊
政
策
」
(
『
巡
涛
史

研
究
』
第
三

O
唱
曲
第
四
蹴
・
一
九
四
三
年
・
所
枚
、
『
清
代
東
ア
ジ

ア
史

研
究
』

一
九
七
二
年
・

所
牧
)
、
森
正
夫

「明
清
時
代
の
土
地
制
度
」
(
『
岩

波
誠
座
世
界
歴
史
』

一
一一-

一
九
七

一
年
・
所
枚
)
参
照
。
周
藤
氏
は
元

代
の
私
租
減
菟
策
を
列
摩
し
て
、
「
但
し
此
等
の
政
策
、
が
質
際
上
い
か
な

る
程
度
に
ま
で
施
行
さ
れ
た
か
は
、
疑
問
の
存
す
る
所
で
あ
る
ご
と
言

わ
れ
る
。
森
氏
に
は、

「
私
租
の
削
減
令
が
元
朝
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
い

る
の
は
、
質
放
は
と
も
か
く
、
そ
れ
自
慢
、
江
南
の
直
接
生
産
者
農
民
の

聞
に
お
け
る
佃
戸
の
比
重
の
高
さ
を
反
映
し
て
い
る
が
、
:
・
・
」
と
の
言

及
が
あ
る
。

③
『
元
典
章
』

一
九
「
荒
閑
田
土
無
主
的
倣
屯
田
」
の
僚
に
い
う
。

至
元
十
四
年
三
月
、
欽
奉
聖
旨
、
:
・
操
准
西
道
宣
慰
司
昂
吉
見

奏
、
「
准
酋
座
州
地
面
、
魚
崎
怨
箪
馬
多
年
征
進
、
百
姓
毎
鍬
下
的

空
閑
団
地
多
有
。
若
自
願
経
団
的
人
数
径
阿
、
聴
便
賞
。
数
種
時

分
、
輿
了
限
次
、
数
他
国
地
主
人
来
者
。
主
人
毎
限
次
一
一
表
不
来
、
願

経
団
的
人
毎
、

数
種
者
。
種
了
之
後
、
主
人
毎
来
、
道
是
俺
的
田
地

来
、
腰
道
、
休
害
占
者
。
:
・
:
」
暖
道
震
這
般
奏
的
上
頭
、
奥
聖
旨

去
也
。
聖
旨
到
日
、
団
地
的
主
人
、
限
半
年
、
出
来
経
由
官
司
、
若

委
質
是
他
問
地
無
事
差
阿
、
扮
附
主
人
、
数
依
奮
種
者
。
若
限
次
裏

頭
不
茶
阿
、
不
披
甚
腰
人
、

自
願
種
的
、
数
種
者
。
更
軍
民
根
底
、

翻
酌
奥
牛
且
農
器
種
子
、
数
倣
屯
因
者
。
種
了
的
後
頭
、
主
人
出
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来
、
道
是
俺
的
田
地
来
、
度
道
、
休
争
要
者
。
欽
此
。

『
元
典
章
』
一
九
「
荒
田
開
耕
三
年
収
税
」
の
篠
に
い
う
。

至
元
二
十
二
年
九
月
十
一
日
、
(
中
書
省
)
奏
、
「
准
西
福
州
・
慶
州

那
宙
開
有
主
底
団
地
一
一
袋
、
有
気
力
富
豪
人
家
占
著
底
也
有
。
別
個
百
姓

毎
来
種
阿
、
無
主
底
田
地
裏
興
、
不
勾
阿
、
富
豪
之
家
多
占
来
的
田

地
奥
了
、
他
毎
根
底
、
二
三
年
的
税
不
要
阿
、
忽
生
。
」
奏
阿
、
・
・

:
・
都
省
除
己
創
付
戸
部
、
欽
依
聖
旨
事
意
、
多
出
文
携
、
召
募
諸
人

開
耕
。
若
有
前
来
開
耕
人
戸
、
先
於
荒
閑
地
土
内
、
厳
本
人
質
有
人

丁
、
約
量
標
援
、
毎
丁
不
過
百
畝
。
於
是
不
敷
、
於
富
豪
冒
占
地
土

内
、
依
上
標
後
。
接
関
耕
人
戸
、
三
年
外
、
依
例
牧
税
外
、
盗
請
依

上
施
行
。

こ
の
一
僚
は
、
『
元
史
』
容
=
了
世
組
紀
・
歪
元
二
十
二
年
九
月
乙
亥

の
係
に
、
「
聴
民
自
賢
雨
准
荒
地
、
菟
税
三
年
。
」
と
あ
る
も
の
と
符
合
し

よ
う
。
細
か
い
こ
と
で
あ
る
が
、
乙
亥
は
六
日
に
あ
た
る
か
ら
、
そ
の
字

形
か
ら
み
て
『
元
典
章
』
の
十
一
日
は
六
日
の
謀
り
か
と
思
わ
れ
る
。

③
『
元
史
』
倉
一
四
・
世
間
紀
・
至
元
二
十
三
年
七
月
己
己
の
僚
に
い

久
ノ
。

③ 
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用
中
書
省
臣
吾
一
口
、
以
江
南
隷
官
之
回
、
多
角
強
豪
所
媛
、
立
管
回
線

管
府
。
其
所
援
回
、
初
履
畝
計
之
。

ま
た
『
元
典
章
』
一
九
「
荒
田
開
耕
限
漏
納
米
」
の
臨
時
に
い
う
。

至
元
二
十
三
年
十
一
月
、
湖
底
行
省
准
中
書
省
盗
。
局
設
立
営
団
都

線
管
府
事
内
一
件
、
江
南
係
官
公
園
沙
蕩
管
屯
諸
色
回
糧
、
諸
路
倶

有
荒
蕪
回
土
、
並
合
招
募
農
民
、
開
墾
耕
種
。
若
不
少
示
寛
恩
、
難

以
招
集
。
合
無
終
荒
蕪
田
土
、
錫
克
一
切
雑
泥
差
役
、
似
望
不
致
荒

蕪
、
官
民
爾
使
。

⑫
藤
野
彪
コ
元
朝
の
経
理
」
(
註
@
〉

@
こ
の
よ
う
な
種
制
は
は
や
く
北
中
闘
に
お
い
て
貫
施
さ
れ
て
い
た
。
大

司
農
司
の
設
置
と
管
下
の
巡
行
動
農
司
の
設
立
が
こ
れ
で
あ
る
。
『
秋
澗

先
生
大
全
文
集
』
容
三
七
「
絡
州
正
卒
豚
新
聞
鴻
潤
渠
記
」
に
い
う
。

至
元
改
挽
之
六
載
、
詔
立
大
司
良
司
、
:
・
・
外
建
行
司
、
日
使
市

副
、
歳
時
巡
視
、
責
郡
豚
長
吏
、
篠
綱
甚
悉
、
考
其
成
績
、
而
明
殿

最。

⑫
『
元
典
章
』
一
一
「
粂
動
農
事
署
街
」
の
僚
に
い
う
。

至
元
二
十
三
年
八
月
二
十
八
日
、
中
書
省
奏
准
各
路
達
魯
花
赤
線
管

提
調
農
事
。
欽
此
。
:
:
:
叉
接
大
司
農
司
呈
、
各
路
府
州
勝
、
己
除

見
任
未
満
官
員
、
崎
直
K
事
一
鶴
署
入
階
街
。
具
呈
開
奏
、
通
行
照
曾

事
。
得
此
。
都
省
於
至
元
二
十
四
年
二
月
十
三
日
、
奏
過
事
内
一
件
、

「
『
城
子
一
泉
州
豚
官
毎
、
不
妨
問
自
民
的
勾
嘗
提
調
者
。
』
厩
道
宣
救
裏

潟
来
。
如
今
比
及
倒
換
宣
救
阿
、
『
種
的
勾
雷
提
調
者
。
』
腰
遺
著
文

書
行
阿
、
忽
生
。
」
奏
阿
、
「
那
般
者
。
」
腹
道
聖
旨
了
也
。
欽
此
。

各
路
建
魯
花
赤
線
管
、
添
晶
車
問
自
動
農
事
。

散
府
州
豚
遼
魯
花
赤
長
官
、
添
木
府
州
蘇
勧
農
事
。

⑬
「
草
寵
下
郷
勧
農
」
の
係
に
い
う
。

江
西
行
省
准
中
書
省
姿
、
至
元
二
十
八
年
十
二
月
十
五
日
奏
過
事
内

一
件
、
「
江
南
働
課
農
桑
、
那
一
一
袋
的
路
官
毎
、
親
身
巡
行
阿
、
掻
擾

百
姓
有
。
不
数
行
阿
、
窓
生
。
」
府
政
道
奏
阿
、

.. 

こ
の
史
料
に
つ
き
、
有
高
厳
氏
は
勘
農
官
が
そ
の
職
責
を
忠
賓
に
費
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
の
例
議
と
さ
れ
(
註
③
)
、
梅
原
郁
氏
は
「
元
代
差
役

法
小
論
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
一
一
一
一
一
容
第
四
鋭
・
一
九
六
五
年
・
所
牧
)

に
お
い
て
、
地
方
官
の
動
農
業
務
、
か
著
し
く
削
減
さ
れ
て
祉
制
の
持
つ
動
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伎
の
側
面
が
後
退
し
て
い
る
ミ
と
の
例
議
と
し
て
お
ら
れ
る
。
な
お
同
文

の
一
僚
が

『
遇
制
隙
格
』
省

一
六
に
も
み
え
る
。

@

宮
崎
市
定
氏
は

「Z
H

武
帝
の
戸
調
式
に
就
て
」
(
『
京
医
河
湾
研
究
』
第

一
九
谷
第
四
鋭

・
一
九
三
五
年

・
所
枚
、
「
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第

一
・
一

九
五
七
年
・
所
収
〉
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

「
的
課
決
桑
」
は
農
業
を
奨
励
し
た
り
強
制
し
た
り
で
あ
る
。

「
不

課
」
は
寧
ろ

「
強
制
し
な
い
」
「
免
除
す
る
」
と
い
ゑ
意
味
に
さ
え

と
れ
る
。

元
代
の
勧
由
民
・
動
認
は
謀
の
一
一
闘
に
か
た
む
い
て
い
っ
た
。

『
紫
山
大
全

集
』
得
一

一一
一
「
論
可
決
司
」
に
は
、
北
中
閣
の
巡
行
動
由
民
司
に
関
し
て
で

は
あ
る
が
「
四
道
助
長
、
巳
魚
擾
民
」
と
み
え
る
。

@
『
秋
澗
先
生
大
全
文
集
』
各
一
一
。

@
『
通
制
係
格
』
怨

一
六

・
回
令
、
『
一克典
章』

二
一二
・
立
祉
類
。

@
和
田
清
編
『
士
叉
那
地
方
自
治
時
世
一
巡
史
』
の
第
三
章
(
松
本
善
泌
氏
執
筆
)

に
、
『
至
元
新
格
』
の
こ
の
規
定
を
ひ
い
て

「
枇
長
を
し
て
皇
正
に
代
り

租
税
徴
収
の
任
に
使
役
す
る
こ
と
が
行
は
れ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

⑬

『

養

蒙
先
生
文
集
』
谷
二
「
迭
務
南
王
君
魁
台
州
治
中
序
」
に
い
う
。

至
元
二
十
四
年
、
前
杭
州
路
治
中
湾
南
王
君
、
被
命
易
地
台
州
。
先

是
江
滋
省
撤
君
畷
民
間
於
宜
輿
(府
)
。

ま
た
『
元
日
興
章
』
四
七
「
徐
組
側
験
時
償
迫
」
の
は
聞に
い
う
。

至
元
二
十
六
年
六
月
、
尚
書
省
准
中
書
省
浴
、

:・

・
差
官
盤
鮎
得
各

路
至
元
二
十
四
年
牧
到
糧
内
、
短
少
米

一
前
八
千
二
百
徐
石
。

及
び
註
③
参
照
。

@
宋
代
の
租
税
蔓
帳
に
よ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
叩
江
西
行
省
案
州
路
に

『元山内
・掌
』
新
築
戸
部
「
官
員
制
服
田
依
郷
原
例
分
牧
」
の

も
例
が
あ
る
。

晦
こ
い
う
。

実
州
路
官
員
験
回
、
至
元
十
四
年
、
起
徴
税
糧
之
時
、
亡
宋
倶
有
文

筒
、
将
屯
田

・
営
団

・
職
田
、
一
種
科
徴
。

星
正
・
主
首
の
陪
閉
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
王
艮
の
議
案
に
も
「
其
星

正

・
主
首
、
陥
閉
守口
糧
、
往
往
消
乏
」
と
あ
り
、
森
正
夫
氏
、
が
「
元
代市川

西
地
方
の
官
田
の
貧
難
佃
声
に
制
す
る
一
検
討
」
(
『
名
古
屋
大
撃
文
闇
宇
都

研
究
論
集
』
五
六
・
一
九
七
二
年
・
所
牧
)
に
お
い
て
引
用
し
て
お
ら
れ

る
。
森
氏
は

3
5刷
松
江
府
志
』
に
よ
っ
て
階
閉
を
陪
般
に
校
訂
し
、
往

往
も
在
在
と
さ
れ
る
が
、
『
正
徳
松
江
府
士
山
』
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

@
至
元
二
十
八
年
に
捉
刑
按
察
使
は
蔚
政
廉
訪
使
と
改
稽
さ
れ
た
。
ま
た

際
思
演
は
大
徳
五
年
に
卒
し
た
か
ら
、
括
団
は
そ
の
間
の
こ
と
で
あ
る
。

@
政
野
一
倍
「
元
朝
の
経
理
」
(
註
②
)

@
有
吉
同
刷
版
「
元
代
の
由
民
民
生
活
に
つ
い
て
」
(
註
③
)
、
藤
野
彪
コ
冗
靭
の

経
理
」
(
註
②
)
。

@
『
元
史
』

倉
一
五
・
世
租
紀
・
至
一
死
二
十
五
年
正
月
笑
丑
(
二
十
八
日
)

の
僚
に
い
う
。

募
民
能
耕
江
南
畷
土
及
公
団
者
、
菟
其
差
役
三
年
、
其
総
租
、
実
三

分
之
一
。

こ
の
記
事
の
前
後
に
、
行
大
司
由
民
司

・
地
食
品
園
田
司
の
記
事
が
述
調
制
し
て

い
る
か
ら
、
こ
の
政
策
も

行
大
司
農
司
、
が

関
係
し
て
い
る
だ
ら
う
一
、
前

に
連
鎖
す
る
記
事
は
、
行
大
司
良
司
の
勘
良
に
関
連
し
て
さ
き
に
引
用
し

た
@
「
開
種
公
団
」
の
僚
に
い
う
。

山
間
書
省
至
元
二
十
五
年
正
月
二
十
八
日
奏
過
事
内
一
件
、
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根
底
輿
文
書
有
、
『
江
南
田
地
裏
、
公
団
荒
閑
困
地
多
有
。
宮
戸
百

姓
毎
根
底
奥
。
叉
官
司
工
本
以
酌
者
興
、

交
百
姓
怨
入
来
種
田
岡
、

地
税
江
南
納
的
、
三
分
裏
、
減
了
一
分
、
交
納
二
分
阿
、
這
般
幾
年

謹
恨
提
調
阿
、
荒
閑
団
地
開
了
、
糧
也
多
入
来
有
。
』
腰
道
奥
了
文
書

也
。
俺
商
量
的
、
富
田
百
姓
毎
根
底
、
団
地
的
工
木
、
不
須
輿
、
有

心
種
田
百
姓
毎
根
底
、
交
関
了
、
第
一
年
、
不
要
地
税
、
第
二
年
、

要
一
宇
、
第
三
年
、
依
著
他
説
来
的
、
三
停
内
、
交
納
二
停
、
種
的

百
姓
毎
根
底
、
不
交
省
別
個
雑
乏
差
鼎
伎
町
、
窓
生
。
」
奏
阿
、
「
那
般

者
。
」
腹
道
聖
旨
了
也
。
欽
此
。

@
周
藤
士
口
之
「
南
宋
末
の
公
団
法
」
(
『
東
洋
摩
報
』
第
三
五
容
第
三

・四

鋭
、
第
三
六
省
第
一
統
・
一
九
五
三
年
・
所
枚
、
『
中
園
土
地
制
度
史
研

究
』
一
九
五
四
年
・
所
枚
)
に
、
『
至
順
銀
江
士
山
』
容
六
の
「
歳
減
二
分
」

の
記
事
と
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

@
こ
れ
に
封
態
す
る
の
が
、
次
に
掲
げ
る
『
元
史
』
巻
一
二
・
成
宗
紀
・

大
徳
九
年
二
月
辛
丑
の
記
事
で
あ
る
。

菟
大
都
・
上
都
・
隆
輿
差
税
・
内
郡
包
銀
俸
紗
一
年
、
江
准
以
南
租

税
、
及
佃
種
官
困
者
、
均
克
十
分
之
二
。

@
前
掲
拙
稿
(
註
③
)

@
森
正
夫
氏
は
「
元
代
所
西
地
方
の
官
閏
の
貧
難
佃
戸
に
閥
す
る
一
一
機

討
」
に
お
い
て
、
「
公
団
を
含
む
官
回
は
、
「
豚
」
と
膝
下
の
「
財
賦
府
」

の
雨
者
に
よ
っ
て
管
轄
さ
れ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
。
公
団
の
管
轄
に
は

懸
と
財
賦
府
の
爾
系
統
が
あ
る
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

@
森
正
夫
「
元
代
湖
西
地
方
の
官
回
の
貧
難
佃
戸
に
闘
す
る
一
検
討
」

(
註
⑮
)

⑮
森
氏
も
こ
の
文
書
の
制
度
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
が
、
文

意
の
不
鮮
明
な
と
こ
ろ
も
含
め
て
疑
問
、
が
あ
る
。
こ
の
文
書
の
冒
頭
の

「
皇
慶
二
年
八
月
」
と
は
、
文
書
が
中
央
に
ま
わ
っ
た
の
ち
、
銀
江
路
が

江
祈
行
省
の
札
付
を
奉
じ
た
時
黙
を
指
す
。

⑪
森
氏
は
こ
の
部
分
に
つ
い
て
「
さ
ら
に
お
そ
ら
く
南
宋
末
の
景
定
四

年
、
民
間
の
私
有
国
土
の
強
制
買
上
げ
に
よ
っ
て
公
田
が
創
設
さ
れ
る
以

前
に
、
の
ち
公
回
と
な
る
回
土
を
受
託
し
、
あ
る
い
は
典
買
す
る
な
ど
し

て
何
ら
か
の
形
で
私
有
し
た
こ
と
が
あ
る
も
の
」
と
い
わ
れ
る
。
官
回
の

み
を
耕
作
す
る
佃
戸
の
存
在
形
態
を
抽
出
す
る
た
め
に
こ
う
解
醐
押
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
周
藤
氏
も
「
南
宋
末
の
公
回
法
」
に
お
い
て
指
摘

さ
れ
た
よ
う
に
、
銀
江
路
で
は
公
団
に
お
け
る
抱
佃
檎
納
が
認
め
ら
れ
て

い
た
か
ら
、
公
団
の
時
期
に
も
受
託
・
典
賀
は
あ
り
え
た
と
考
え
ら
れ
、

こ
の
場
合
に
公
回
創
設
を
格
別
に
設
期
と
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑫
宮
崎
市
定
「
宋
元
の
経
済
的
吠
態
」
(
『
東
洋
文
化
史
大
系
』
{
木
元
時

代
・
一
九
三
八
年
・
所
枚
、
「
北
宋
史
概
説
」
と
し
て
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』

第
一
・
一
九
五
七
年
・
所
牧
)
、
日
野
開
三
郎
「
楊
炎
の
雨
税
法
に
於
け

る
税
額
の
問
題
」
(
『
東
洋
撃
報
』
第
三
八
省
第
四
鋭
・

一
九
五
六
年
・
所

枚
)
参
照
。
ま
た
方
田
均
税
法
閥
係
の
諸
論
考
が
参
考
に
な
る
。
荒
木
敏

一
「
宋
代
の
方
回
均
税
法
」
(
『東
洋
史
研
究
』
第
六
各
第
五
鋭
・
一
九
四

一
年
・
所
枚
)
、
周
藤
吉
之
「
北
宋
に
於
け
る
方
回
均
税
法
の
施
行
過
程

|
|
特
に
玉
安
石
・
表
、
京
の
新
法
と
し
て
の
|
|
」
(
『
日
本
謬
士
院
紀

要
』

一
O
の
二
・
三
・
一
九
五
二
年
・
所
段
、
『
中
園
土
地
制
度
史
研

究
』
一
九
五
四
年
・
所
収
)
参
照
。

@
コ
冗
典
章
』
四
七
「
撹
飛
盗
糧
等
例
」
の
篠
に
い
う
。

至
元
二
十
五
年
十
月
、
尚
書
省
奏
奉
皇
帝
聖
旨
、
:
:
:
援
向
書
省

奏
、
百
姓
合
納
税
程
、
各
庭
官
吏
・
坊
里
正
・
主
首
・
樋
豪
勢
要
人
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等
、
結
捜
軽
費
銭
物
、
奥
倉
官
・
積
典
・
斗
脚
、
通
同
飛
紗
、
及
管

糧
官
吏
・
運
糧
車
船
人
戸
、
侵
盗
官
糧
。

ま
た
『
遇
制
作
附
格
』
巻
一
四
「
部
糧
」
の
僚
に
い
う

3

百
十
元
二
十
七
年
十
月
、
向
書
省
奏
、
・
・
又
一
等
強
豪
勢
要
近
倉
巡

検
人
員
、
不
及
糧
税
戸
、
公
然
抽
出
納
、
得
詑
軽
費
、
楚
賎
み
荒
田
貝
陳
粟

箆
米
、
侍
勢
強
行
迭
納
。

@
『
通
制
篠
格
』
巻
一
七
、
『
元
典
章
』
二
四
「
下
戸
帯
納
者
蕗
」
の
係

に
み
ら
れ
る
『
至
元
新
格
』
賦
役
の
一
係
に
い
う
。

諸
税
石
、
阪
禁
官
吏
勢
要
人
等
、
不
得
結
捜
。
:

ま
た
『
元
典
章
』
二
四
「
徴
納
税
糧
」
の
僚
に
い
う
。

至
元
二
十
八
年
八
月
内
、
准
中
世
一
日
省
盗
、
科
税
係
重
内
一
款
、

.

.

.
 

て
納
糧
人
戸
、
許
令
自
行
寓
秒
、
禁
治
諸
人
、
並
不
得
結
捜
寓

紗
、
取
受
分
文
銭
物
。
如
遼
治
罪
。

お

知

り

せ

本
年
度
の
東
洋
史
研
究
舎
大
舎
を
左
記
の
要
領
に
て
舎
催
致

し
ま
す
の
で
多
数
御
参
舎
下
さ
い
。

記

一
、
日
時

十
一
月
三
日
(
祭
)

午
前
九
時
よ
り
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一
、
曾
場

京
都
市
左
京
匡
吉
田
近
衛
町

京
都
大
同
学
祭
友
舎
館
大
ホ

I
ル
(
二
階
)

向
本
年
度
は
役
員
改
選
年
度
に
嘗
っ
て
居
り
ま
す
。
投
票
時
聞
は
午

前
九
時
十
分
よ
り
午
後
一
時
十
分
ま
で
で
す
の
で
、
有
権
者
(
曾
員
)

の
方
々
は
、
必
ず
御
投
票
下
さ
る
よ
う
御
一
日
い
致
し
ま
ナ
ご

東

洋

史

肝

究

舎



The Taxation System in Southern China 江南in

the Early Yuan 元　Period

B ｙ Ｔａｄａｓｈｉ ＵｅｍａtｓＭ

　　

This article deals with the authoritarian taxation policy with re-

spect to Southern China carried out mainly during the period of the

Uighur minister Sengge's regency (1287-91). Sengge was attempting

to collect tａχes in money and grain which had never　been collected

since the occupation of the south. For this purpose, for each province

（魏筒ｇ一ｓｈｅｎｇ行省）ａｎinyestigative accounting called li-ｓｕａｎ理算was

instituted, and ａｚｈｅｎｇ-liｓi徴理司created to supervise it. Owing to

the harsh accounting investigation performed by tａχcontractors serving

as auditing ｏ伍cials Cふｓｕａｎｇｕａｎ理算官), considerable unrest broke

out and the political situation was unstable.

　　

The newly established Travelling Court of Agriculture （行大司農゛

司）ａｎｄ the Agriculture･Encouraging State Colony Authority （勧農管田

司）ａｎｄ other offices for the encouragement of agriculture supervised

the Yuan's first cadastral survey (calledkｕａ-ｋａｎ括勘) and played in-

portant parts in tａχpolicy.　At the time of this survey the government

was favorably disposed towards the amassing of holdings by big land-

lords, and, aiming at guaranteeing the quota of tａχgrain, determined

the amounts of tａχ to be collected by the Ill 路andＸｉｎｇ府, which

ｗel‘ｅthe lowest-level agencies involved.　These agencies were supposed

to collect °ore taxes than were actually due, in order to produce ａ

surplus.

　

The significance of　thIS hｕａ-ｋａｎmethod is that ･it estab-

lished a system whereby responsibility for tａχation was　shifted from

provincial units to local authorities,･and thence　to rural　functionaries

such as li-ｚｈｅｎｇ里正，訣Ｍ一功ｏ主席, and ｓ加-zharig祀長．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－２－



　　　

State land, which was the fundamental component of the grain tax

system, especiall the Public Fields（ｇｏｎｅ-だ励官田)created by Jia Si･

ｄａｏ賀似道in late Southern Song, continued through Yuan　via the

operations oi Ｋｕａ-ｋａｎ.　ａndin consequence the peasants of Jiangnan

were not liberated from their onerous tａχes.

The Controversy over the Principle of People's

Livelihood民生主義between Min-bao民報and

Xin-min tsong-bao新民叢報

bｙ ＴｅtｓｕｏＨｏｒikaｗａ

　　　

The merging of revolutionary groups and the upsurge in calls for

‘revolution

　

which

　

resulted

　

from

　

the

　

establishment

　

of

　

the

　

Zhongguo

tongmeng hui 中國同盟會were ａ grave threat to Kang Youwei 康有焉，

Liang Qiqiao梁啓超, and other reformists who preferred gradual reform

under the aegis of the Qing 清 dynasty.　Consequently there was ａ

fierce controve!rsy between Min-ｂａｏ民報, the Tongmenghui organ, and

χin-ｍｉｎ　tｓｏｎｓ　ｂａｏ．whichrepresented the reformers' standpoint, about

the propriety of their political･lines｡

　　　

This article singles out from the many bases　of controversy Sun

　

Wen's孫文Principle of People's Livelihood （ｍｉｎｓｈｅｎｇ　ｚhｕｙi民生主義）

　

and the necessity of ａ“ social revolution ” which accompanied it, in

order to ｅχamine the political attitudes and roles of the revolutionaries

and the reformers in this period and the position of the Principle of

People's Livelihood within the revolutionary group｡

　　　

The first part of the article reviews the general course　of the

controversy, and the latter part sorts out and deals with the specific

problems.

３


